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一　

は
じ
め
に

　

一
九
九
〇
年
代
初
頭
よ
り
先
鋭
化
し
た
「
貿
易
と
環
境
」
問
題
は
、
貿
易
制
限
措
置
で
促
進
さ
れ
る
環
境
の
保
護
と
、「
関
税
及
び
貿

易
に
関
す
る
一
般
協（
1
）定」（

以
下
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
）
に
よ
る
数
量
制
限
等
の
禁
止
で
実
現
さ
れ
る
貿
易
自
由
化
の
緊
張
で
あ
っ（
2
）た。

Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ

及
び
そ
れ
を
発
展
的
に
継
承
す
る
形
で
一
九
九
五
年
に
設
立
さ
れ
た
世
界
貿
易
機
関
（
以
下
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
）
は
、
伝
統
的
に
は
、
環
境
政
策

を
正
当
化
し
う
る
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
第
二
〇
条
（
一
般
的
例
外
）
の
解
釈
を
通
じ
て
問
題
を
調
整
し
て
き（
3
）た。

　

し
か
し
、「
貿
易
と
環
境
」
問
題
は
、
二
〇
一
〇
年
頃
か
ら
次
の
観
点
で
新
た
な
局
面
を
迎
え
て
き（
4
）た。

第
一
に
、
気
候
変
動
対
策
と

し
て
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
普
及
が
重
要
視
さ
れ
る
よ
う
に
な（
5
）り、
こ
れ
を
支
え
る
各
国
政
府
の
市
場
介
入
が
増
え（
6
）た。
そ
れ
に
よ

り
、
貿
易
に
影
響
す
る
環
境
政
策
の
手
段
と
し
て
補
助
金
が
台
頭
し
、
問
題
の
舞
台
と
し
て
Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
「
補
助
金
及
び
相
殺
措
置
に
関
す

る
協
定
」（
以
下
、
Ｓ
Ｃ
Ｍ
協
定
）
が
新
た
に
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ（
7
）た。
第
二
に
、
二
〇
〇
〇
年
以
降
に
Ｓ
Ｃ
Ｍ
協
定
が
例
外
条
項
を

失
っ
て
い
る
の
に
加
え（
8
）て、
Ｓ
Ｃ
Ｍ
協
定
違
反
の
正
当
化
の
た
め
に
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
第
二
〇
条
を
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
見
解

が
有
力
と
な
っ
て
き（
9
）た。
こ
れ
ら
に
伴
い
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
関
連
の
補
助
金
（
以
下
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
補
助
金
）
を
め
ぐ
っ

て
は
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
補
助
金
規
律
の
下
で
調
整
困
難
な
「
貿
易
と
環
境
」
問
題
が
生
ず
る
懸
念
が
高
ま
っ
）
10
（
た
。

　

そ
う
し
た
状
況
で
生
じ
た
の
が
、
カ
ナ
ダ
・
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
事
件
で
あ
っ
た
。
詳
細
は
本
論
に
譲
る
も
の
の
、
本
件
で
は
、
カ

ナ
ダ
の
州
政
府
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
分
野
の
支
援
策
が
Ｓ
Ｃ
Ｍ
協
定
の
禁
止
す
る
補
助
金
（
国
産
品
の
優
先
使
用
を
条
件
に
交
付

さ
れ
る
補
助
金
）
に
あ
た
る
か
、
が
論
点
と
な
っ
）
11
（

た
。
Ｓ
Ｃ
Ｍ
協
定
第
一
．
一
条
に
よ
れ
ば
、
補
助
金
の
存
在
は
、
出
資
等
の
所
定
の
行

為
を
も
っ
て
政
府
が
「
資
金
面
で
貢
献
し
て
い
る
こ
と
」（
以
下
、
資
金
的
貢
献
）
及
び
そ
れ
に
伴
う
「
利
益
」
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
。

問
題
の
支
援
策
は
、
こ
れ
ら
構
成
要
件
の
う
ち
前
者
を
充
た
し
）
12
（
た
。
し
か
し
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
紛
争
解
決
手
続
で
二
審
を
担
う
上
級
委
員
会
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（
以
下
、
上
級
委
）
は
、
資
金
的
貢
献
が
も
た
ら
す
市
場
環
境
下
で
は
得
ら
れ
な
い
恩
恵
た
る
「
利
益
」
の
評
価
に
お
い
て
、
次
の
論
理
を

展
開
し
た
。
そ
れ
は
、
す
な
わ
ち
、
そ
も
そ
も
存
在
し
な
か
っ
た
は
ず
の
「
市
場
を
創
設
す
る
政
府
介
入
」
は
「
そ
れ
自
体
ま
た
単
独
で

は
」
利
益
を
も
た
ら
さ
ず
、
補
助
金
に
も
な
ら
な
い
、
と
い
う
論
理
（
以
下
、
市
場
創
設
的
介
入
）
13
（

論
）
で
あ
）
14
（
る
。
上
級
委
は
、
一
見
補
助
金

に
映
る
問
題
の
支
援
策
が
こ
の
市
場
創
設
的
介
入
に
あ
た
る
、
と
し
て
補
助
金
の
認
定
の
ハ
ー
ド
ル
を
上
げ
、
結
果
と
し
て
そ
れ
を
回
避

し
）
15
（

た
。

　

先
述
し
た
通
り
、
Ｓ
Ｃ
Ｍ
協
定
の
適
用
可
否
が
議
論
さ
れ
る
政
府
介
入
の
正
当
性
を
評
価
し
う
る
例
外
条
項
は
、
か
つ
て
同
協
定
に
存

在
し
た
一
方
、
今
は
存
在
し
な
い
。
こ
う
し
た
経
緯
ゆ
え
に
、
補
助
金
の
認
定
で
も
、
禁
止
さ
れ
る
補
助
金
の
要
件
で
あ
る
先
述
の
国
産

品
の
優
先
使
用
の
条
件
及
び
輸
出
条
件
（
Ｓ
Ｃ
Ｍ
第
三
．
一
条
）
の
判
断
で
も
、
代
替
的
な
評
価
は
見
込
め
な
）
16
（
い
。
さ
ら
に
、
禁
止
さ
れ

な
い
補
助
金
が
Ｓ
Ｃ
Ｍ
協
定
の
適
用
対
象
と
な
る
た
め
の
要
件
は
、
特
定
性
（
第
二
条
）
及
び
悪
影
響
（
第
五
条
）
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら

の
評
価
の
際
に
補
助
金
の
正
当
性
が
考
慮
さ
れ
る
根
拠
も
な
）
17
（
い
。

　

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
態
と
し
て
そ
う
し
た
考
慮
を
既
存
の
Ｓ
Ｃ
Ｍ
協
定
の
要
件
（
特
に
利
益
）
の
認
定
過
程
に
持
ち
込
む
こ
と
は
、

事
実
上
の
適
用
除
外
を
法
創
造
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
市
場
創
設
的
介
入
論
は
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
批
判
さ
れ
て
き
た
ほ
か
、

当
該
論
理
を
補
完
す
る
上
級
委
の
経
済
的
認
識
も
裏
づ
け
を
欠
く
、
と
し
て
問
題
視
さ
れ
て
き
）
18
（

た
。
そ
の
一
方
で
、
市
場
創
設
的
介
入
論

の
解
釈
基
盤
を
支
持
し
、
こ
れ
を
Ｗ
Ｔ
Ｏ
補
助
金
規
律
に
お
け
る
「
貿
易
と
環
境
」
問
題
の
調
整
に
資
す
る
も
の
と
し
て
肯
定
的
に
捉
え

る
声
は
根
強
）
19
（

い
。

　

た
し
か
に
、
本
件
を
め
ぐ
る
議
論
と
異
な
る
文
脈
で
は
、
市
場
創
設
的
介
入
論
を
支
え
う
る
学
説
上
の
利
益
の
解
釈
が
提
示
さ
れ
て
い

る
）
20
（

。
し
か
し
、
市
場
創
設
的
介
入
論
が
真
に
そ
の
よ
う
な
解
釈
に
も
と
づ
い
て
い
た
と
い
え
る
の
か
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
を
そ
も

そ
も
と
り
う
る
の
か
、
は
十
分
に
は
検
討
さ
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
市
場
創
設
的
介
入
論
に
批
判
的
な
論
者
は
、
こ
れ
を
支
え
う
る
利

益
の
解
釈
さ
え
封
じ
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
か
か
る
議
論
動
向
ゆ
え
に
、
市
場
創
設
的
介
入
論
を
前
提
と
し
て
再
生
可
能
エ
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ネ
ル
ギ
ー
補
助
金
を
め
ぐ
る
「
貿
易
と
環
境
」
問
題
の
調
整
を
説
く
声
は
や
ま
な
い
の
で
は
な
い
か
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
は
、
こ
の
問
題
の
調
整
の
必
要
性
を
認
識
し
つ
つ
、
従
来
十
分
で
な
か
っ
た
市
場
創
設
的
介
入
論
を
支
え
う
る
利
益
の

解
釈
の
考
察
を
含
め
て
、
当
該
論
理
に
対
し
て
一
層
包
括
的
な
批
判
を
加
え
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
本
稿
は
、
問
題
解
決
の
た
め
の
別
の
方

策
を
探
る
議
論
を
前
進
さ
せ
る
こ
と
を
目
指
す
。
以
下
で
は
、
ま
ず
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
補
助
金
規
律
に
お
け
る
「
貿
易
と
環
境
」
問
題
の
調
整
の

必
要
性
を
含
め
、
本
稿
の
究
極
的
な
関
心
対
象
で
あ
り
、
か
つ
市
場
創
設
的
介
入
論
の
背
景
を
な
す
当
該
問
題
の
状
況
を
よ
り
詳
し
く
説

明
し
た
い
。

二　

Ｗ
Ｔ
Ｏ
補
助
金
規
律
に
お
け
る
「
貿
易
と
環
境
」
問
題

㈠　

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
補
助
金
の
要
請
と
Ｗ
Ｔ
Ｏ
補
助
金
規
律

　

気
候
変
動
は
、
異
常
気
象
な
い
し
自
然
災
害
を
引
き
起
こ
し
、
人
々
の
生
活
環
境
を
脅
か
す
。
そ
の
対
策
と
し
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
手

段
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
関
連
の
Ｃ
Ｏ
２
排
出
量
が
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
量
全
体
の
約
四
分
の
三
を
占
）
21
（

め
、
さ
ら
に
、

そ
の
主
な
源
泉
は
、
発
電
時
の
化
石
燃
料
使
用
に
伴
う
Ｃ
Ｏ
２
排
出
と
な
っ
て
い
）
22
（
る
。
こ
の
た
め
、
電
源
構
成
（
以
下
、
サ
プ
ラ
イ
・
ミ
ッ

ク
ス
）
に
お
け
る
太
陽
光
や
風
力
等
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
充
実
が
重
要
と
な
）
23
（
る
。
実
際
に
、
多
く
の
国
々
で
再
生
可
能
エ
ネ
ル

ギ
ー
の
充
実
を
促
す
政
府
介
入
、
特
に
補
助
金
の
交
付
が
み
ら
れ
）
24
（
る
。

　

恩
恵
を
受
け
る
産
業
に
着
目
す
る
と
、
こ
う
し
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
補
助
金
の
類
型
は
三
つ
に
分
け
ら
れ
）
25
（
る
。
第
一
は
、
再
生
可

能
エ
ネ
ル
ギ
ー
由
来
の
電
力
（
以
下
、
再
生
可
能
電
力
）
の
発
電
業
者
を
潤
す
当
該
業
者
向
け
の
補
助
金
で
あ
）
26
（

る
。
典
型
例
は
、
一
般
に
発

電
設
備
の
導
入
に
高
い
費
用
を
要
す
る
た
め
に
従
来
型
電
源
（
化
石
燃
料
等
）
由
来
の
電
力
と
価
格
面
で
競
争
し
が
た
い
再
生
可
能
電
力
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に
つ
い
て
、
一
定
期
間
か
つ
一
定
価
格
で
の
買
取
を
保
証
す
る
固
定
価
格
買
取
制
度
（
以
下
、
Ｆ
Ｉ
Ｔ
制
度
）
で
あ
る
。
第
二
は
、
再
生

可
能
電
力
の
投
入
財
の
生
産
者
を
潤
す
当
該
生
産
者
向
け
の
補
助
金
で
あ
）
27
（

る
。
こ
の
例
と
し
て
は
、
太
陽
光
パ
ネ
ル
や
風
力
原
動
機
の
よ

う
な
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
電
力
に
変
え
る
財
の
生
産
者
に
対
す
る
補
助
金
が
挙
げ
ら
れ
る
。
第
三
は
、
再
生
可
能
電
力
の
発
電
業
者

と
投
入
財
生
産
者
の
双
方
を
潤
す
、
発
電
業
者
に
一
定
の
国
産
品
調
達
を
義
務
づ
け
る
補
助
金
で
あ
）
28
（
る
。
そ
れ
に
該
当
す
る
の
は
、
先
述

し
た
Ｆ
Ｉ
Ｔ
制
度
の
利
用
条
件
に
、
太
陽
光
パ
ネ
ル
や
風
力
原
動
機
を
一
定
量
、
外
国
で
は
な
く
国
内
の
生
産
者
か
ら
調
達
す
る
こ
と
が

含
ま
れ
る
場
合
で
あ
る
。

　

生
産
者
に
と
っ
て
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
分
野
へ
の
参
入
に
は
追
加
の
費
用
が
か
か
る
。
そ
の
よ
う
な
分
野
へ
の
投
資
を
促
す
政
策

に
つ
い
て
政
府
が
支
持
を
得
る
た
め
に
は
、
生
産
者
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
分
野
へ
の
参
入
を
促
す
動
機
づ
け
が
必
要
で
あ
り
、
こ
う

し
た
背
景
か
ら
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
補
助
金
は
、
国
内
政
治
上
要
請
さ
れ
る
こ
と
が
多
）
29
（
い
。
ま
た
、「
気
候
変
動
に
関
す
る
国
際
連

合
枠
組
条
約
」（
以
下
、
Ｕ
Ｎ
Ｆ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
）
に
も
と
づ
く
温
暖
化
対
策
の
ル
ー
ル
形
成
に
知
見
を
与
え
て
き
た
気
候
変
動
に
関
す
る
政
府
間

パ
ネ
ル
（
Ｉ
Ｐ
Ｃ
Ｃ
）
は
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
充
実
を
促
す
補
助
金
の
機
能
を
認
識
し
、
こ
れ
が
有
効
と
な
り
う
る
、
と
評
価
す

る
）
30
（

。
す
な
わ
ち
、
国
際
的
な
気
候
変
動
政
策
の
文
脈
で
も
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
補
助
金
の
重
要
性
が
共
有
さ
れ
て
い
る
。
経
済
学
上

も
、
環
境
問
題
を
含
む
外
部
性
（
市
場
の
失
敗
）
が
存
在
す
る
場
合
に
政
府
介
入
（
補
助
金
）
が
正
当
化
さ
れ
、
ま
た
必
要
と
さ
れ
う
る

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
）
31
（
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
補
助
金
は
、
政
治
的
、
国
際
的
、
ま
た
経
済
学
的
に
も
、
気
候
変
動
対
応
を
推
進
し
う
る
手
段

と
し
て
重
要
視
さ
れ
、
か
つ
要
請
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
は
、
あ
る
加
盟
国
の
補
助
金
が
別
の
加
盟
国
（
の
生
産
者
）
に
貿
易
上
の

悪
影
響
を
与
え
る
場
合
に
規
律
を
及
ぼ
す
と
し
て
も
、
問
題
の
市
場
で
総
合
的
に
は
厚
生
を
向
上
さ
せ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
補
助
金

を
許
容
す
る
柔
軟
さ
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
）
32
（

る
。

　

Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
や
Ｓ
Ｃ
Ｍ
協
定
を
附
属
書
と
し
て
収
め
る
「
世
界
貿
易
機
関
を
設
立
す
る
マ
ラ
ケ
シ
ュ
協
定
」（
以
下
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
協
定
）
の
前
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文
は
、「
持
続
可
能
な
開
発
の
目
的
に
従
」
う
こ
と
を
謳
う
。
先
述
し
た
通
り
、
物
品
貿
易
の
基
本
規
律
を
定
め
る
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
の
下
で
は
、

一
般
的
例
外
の
規
定
（
第
二
〇
条
）
を
通
じ
て
「
貿
易
と
環
境
」
問
題
の
調
整
が
図
ら
れ
て
き
）
33
（

た
。
こ
れ
ら
事
情
も
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
補
助
金
規

律
が
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
補
助
金
の
よ
う
な
手
段
に
敬
譲
を
払
い
、
一
貫
性
あ
る
対
応
を
と
る
よ
う
求
め
ら
れ
る
背
景
と
な
）
34
（
る
。
Ｕ
Ｎ

Ｆ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
に
も
と
づ
い
て
温
暖
化
対
策
が
す
す
め
ら
れ
る
中
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
協
定
が
こ
れ
を
萎
縮
さ
せ
な
い
た
め
に
も
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル

ギ
ー
補
助
金
に
関
す
る
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
規
律
が
重
要
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
協
定
も
、
国
際
法
の
一
部
と
し
て
そ
の
一
体
性

を
損
な
う
事
態
、
つ
ま
り
は
「
国
際
法
の
断
片
）
35
（
化
」
を
招
く
こ
と
の
な
い
よ
う
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
補
助
金
に
対
す
る
規
律
と
柔
軟

性
確
保
の
調
和
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
）
36
（

る
。

㈡　

Ｗ
Ｔ
Ｏ
補
助
金
規
律
の
例
外
の
状
況

1　

Ｓ
Ｃ
Ｍ
協
定
第
八
条
の
失
効

　

当
初
の
Ｓ
Ｃ
Ｍ
協
定
は
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
補
助
金
規
律
に
お
け
る
「
貿
易
と
環
境
」
問
題
を
調
整
し
う
る
仕
組
み
を
、
一
応
は
備
え
て
い
た
。

と
い
う
の
も
、
Ｓ
Ｃ
Ｍ
協
定
第
八
．
一
条
⒝
は
、
特
定
性
な
い
し
悪
影
響
を
伴
っ
て
本
来
は
規
律
の
対
象
に
な
る
補
助
金
も
第
八
．
二
条

⒜
、
⒝
又
は
⒞
の
条
件
を
満
た
せ
ば
Ｓ
Ｃ
Ｍ
協
定
の
適
用
を
免
れ
る
、
と
規
定
し
、
第
八
．
二
条
⒞
に
は
正
当
化
さ
れ
る
環
境
補
助
金
の

条
件
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
具
体
的
に
、
第
八
．
二
条
⒞
は
、
次
の
通
り
規
定
し
て
い
た
。

　

既
存
の
施
設
（
注
）
を
、
法
令
に
よ
り
課
さ
れ
る
新
た
な
環
境
上
の
要
件
（
企
業
に
対
し
一
層
大
き
な
制
約
及
び
財
政
的
な
負
担
を
も
た
ら
す
も

の
）
に
適
合
さ
せ
る
こ
と
を
促
進
す
る
た
め
の
援
助
。
た
だ
し
、
次
の
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

　

注
： 「
既
存
の
施
設
」
と
は
、
新
た
な
環
境
上
の
要
件
が
課
さ
れ
た
と
き
に
少
な
く
と
も
二
年
間
使
用
さ
れ
て
い
る
施
設
を
い
う
。

　

ⅰ　

援
助
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
一
回
限
り
の
措
置
で
あ
る
こ
と
。
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ⅱ　

援
助
の
額
が
新
た
な
環
境
上
の
要
件
に
適
合
す
る
た
め
の
費
用
の
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

　

ⅲ 　

援
助
が
当
該
援
助
を
受
け
た
投
資
に
係
る
施
設
の
更
新
又
は
操
業
に
関
す
る
費
用
（
企
業
が
す
べ
て
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
）
を

負
担
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
。

　

ⅳ 　

援
助
が
、
企
業
が
計
画
す
る
有
害
な
も
の
及
び
汚
染
の
削
減
に
直
接
の
関
連
を
有
し
並
び
に
当
該
削
減
の
計
画
と
均
衡
の
と
れ
た
も
の
で
あ
り
、

か
つ
、
製
造
の
過
程
に
お
い
て
節
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
費
用
を
負
担
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
。

　

ⅴ　

援
助
が
新
た
な
設
備
又
は
生
産
工
程
を
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
す
べ
て
の
企
業
に
と
っ
て
利
用
可
能
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　

本
稿
五
で
も
後
述
す
る
よ
う
に
、
十
分
な
柔
軟
性
を
確
保
し
た
と
は
い
え
な
か
っ
た
も
の
の
、
当
初
の
Ｓ
Ｃ
Ｍ
協
定
は
、
こ
う
し
て
環

境
政
策
の
一
環
で
交
付
さ
れ
る
一
定
の
補
助
金
に
つ
い
て
国
家
の
政
策
裁
量
を
認
め
て
い
た
。
し
か
し
、
Ｓ
Ｃ
Ｍ
協
定
第
三
一
条
は
、
第

八
条
を
一
九
九
五
年
の
Ｗ
Ｔ
Ｏ
「
協
定
の
効
力
発
生
の
日
か
ら
五
年
の
期
間
適
用
す
る
」
と
定
め
て
い
た
。
そ
し
て
、
加
盟
国
間
で
第
八

条
の
延
長
が
合
意
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
に
、
同
条
は
、
一
九
九
九
年
末
に
失
効
し
て
し
ま
っ
た
。

2　

Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
第
二
〇
条
の
適
用
可
能
性
に
関
す
る
通
説

　

Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
第
二
〇
条
は
、
柱
書
の
通
り
「
同
様
の
条
件
の
下
に
あ
る
諸
国
の
間
に
お
い
て
恣
意
的
）
37
（

な
若
し
く
は
正
当
と
認
め
ら
れ
な
い

差
別
待
遇
の
手
段
と
な
る
よ
う
な
方
法
で
、
又
は
国
際
貿
易
の
偽
装
さ
れ
た
制
限
と
な
る
よ
う
な
方
法
で
、
適
用
し
な
い
こ
と
」
を
前
提

に
、
各
号
記
載
の
措
置
を
正
当
化
す
る
。
そ
の
う
ち
、
従
来
の
「
貿
易
と
環
境
」
問
題
に
関
連
し
て
き
た
の
は
⒝
及
び
⒢
で
あ
り
、
後
述

す
る
カ
ナ
ダ
・
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
事
件
と
同
時
期
に
は
、
⒜
も
関
連
す
る
よ
う
に
な
っ
）
38
（

た
。

　

⒜
は
「
公
徳
の
保
護
の
た
め
に
必
要
な
措
置
」、
⒝
は
「
人
、
動
物
又
は
植
物
の
生
命
又
は
健
康
の
保
護
の
た
め
に
必
要
な
措
置
」、
そ

し
て
、
⒢
は
「
有
限
天
然
資
源
の
保
存
に
関
す
る
措
置
。
た
だ
し
、
こ
の
措
置
が
国
内
の
生
産
又
は
消
費
に
対
す
る
制
限
と
関
連
し
て
実
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施
さ
れ
る
場
合
に
限
る
。」
を
挙
げ
る
。
こ
れ
ら
に
記
載
さ
れ
る
正
当
な
政
策
目
的
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
。
し
か
し
、
⒝
の
「
人
、
動

物
又
は
植
物
の
生
命
又
は
健
康
の
保
護
」
の
目
的
に
は
Ｃ
Ｏ
２
排
出
量
の
削
減
が
含
ま
れ
る
、
と
認
め
ら
れ
た
こ
と
が
あ
）
39
（

る
。
⒢
の
「
有

限
天
然
資
源
の
保
存
」
の
目
的
も
鉱
物
の
保
護
に
限
定
さ
れ
）
40
（
ず
、
環
境
資
源
の
保
護
も
含
ま
れ
る
よ
う
広
く
捉
え
ら
れ
て
い
）
41
（
る
。
⒜
に
関

し
て
は
、「
公
徳
」
概
念
の
広
範
さ
ゆ
え
に
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
第
二
〇
条
の
援
用
国
に
そ
の
内
容
を
決
定
す
る
一
定
の
裁
量
が
認
め
ら
れ
て
お

り
、
生
物
資
源
の
保
護
（
動
物
福
祉
・
愛
護
）
が
「
公
徳
の
保
護
」
に
あ
た
る
と
さ
れ
た
例
が
あ
）
42
（

る
。

　

以
上
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
少
な
く
と
も
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
分
野
の
支
援
策
は
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
第
二
〇
条
⒜
、
⒝
又
は
⒢
に
も
と
づ
き

正
当
化
さ
れ
う
る
政
策
目
的
を
有
す
る
よ
う
に
映
る
。
よ
っ
て
、
一
部
の
論
者
は
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
補
助
金
規
律
に
お
け
る
「
貿
易
と
環
境
」
問

題
の
調
整
の
た
め
に
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
第
二
〇
条
の
適
用
が
有
用
で
あ
る
、
と
期
待
す
）
43
（
る
。

　

こ
こ
で
は
、
Ｓ
Ｃ
Ｍ
協
定
の
違
反
を
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
第
二
〇
条
が
正
当
化
で
き
る
、
と
い
う
認
識
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
論
拠
と
し

て
は
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
協
定
と
そ
の
附
属
「
協
定
及
び
関
係
文
書
」
を
「
不
可
分
」
と
位
置
づ
け
、
附
属
協
定
の
調
和
的
解
釈
を
求
め
）
44
（
る
Ｗ
Ｔ
Ｏ

協
定
第
二
条
二
項
が
考
え
ら
れ
）
45
（

る
。
し
か
し
、
反
対
に
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
第
二
〇
条
の
適
用
可
能
性
を
否
定
す
る
根
拠
が
複
数
存
在
す
る
。

　

第
一
に
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
第
二
〇
条
柱
書
は
、「
こ
の
協
定
の
規
定
は
、
締
約
国
が
次
の
い
ず
れ
か
の
措
置
を
採
用
す
る
こ
と
又
は
実
施
す

る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
定
め
る
。
こ
の
よ
う
に
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
第
二
〇
条
自
体
に
、
そ
の
射
程
を
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
に

限
定
す
る
文
言
が
あ
）
46
（
る
。

　

第
二
に
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
協
定
第
二
条
二
項
に
あ
る
先
述
の
文
言
の
類
は
、
従
来
の
紛
争
で
は
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
第
二
〇
条
の
適
用
可
能
性
を
も
認

め
た
も
の
と
は
理
解
さ
れ
て
こ
な
か
っ
）
47
（

た
。

　

中
国
・
出
版
物
及
び
オ
ー
デ
ィ
オ
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
製
品
事
件
で
は
、
外
資
企
業
へ
の
（
物
品
関
連
の
）
貿
易
権
供
与
を
義
務
づ
け
る

「
中
華
人
民
共
和
国
の
加
盟
に
関
す
る
議
定
）
48
（

書
」（
以
下
、
中
国
加
盟
議
定
書
）
第
五
条
一
項
へ
の
中
国
の
違
反
が
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
第
二
〇
条
で

正
当
化
さ
れ
る
か
、
が
争
わ
れ
た
。
そ
こ
で
、
上
級
委
は
、
中
国
加
盟
議
定
書
第
一
条
二
項
の
Ｗ
Ｔ
Ｏ
協
定
と
「
不
可
分
」
で
あ
る
、
と
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い
う
文
言
を
出
発
点
と
せ
ず
、
む
し
ろ
、
第
五
条
一
項
の
「
Ｗ
Ｔ
Ｏ
協
定
と
適
合
し
た
態
様
で
貿
易
を
規
制
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
中
国

の
権
利
を
害
す
る
こ
と
な
く
」
と
い
う
文
言
に
着
目
し
た
。
そ
し
て
、
上
級
委
は
、
こ
れ
を
根
拠
に
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
第
二
〇
条
に
よ
る
正
当
化

の
余
地
を
認
め
）
49
（
た
。
同
じ
中
国
加
盟
議
定
書
で
も
輸
出
税
を
禁
止
す
る
第
一
一
条
三
項
へ
の
違
反
が
問
題
と
な
っ
た
中
国
・
原
材
料
事
件

で
は
、
上
級
委
は
、
反
対
に
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
第
二
〇
条
の
適
用
可
能
性
を
否
定
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
も
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
個
別
条
項
に

Ｗ
Ｔ
Ｏ
協
定
へ
の
言
及
が
な
い
点
に
鑑
み
た
判
断
で
あ
っ
）
50
（

た
。
中
国
・
原
材
料
事
件
と
同
様
の
法
的
論
点
が
生
じ
た
中
国
・
レ
ア
ア
ー
ス

事
件
で
も
、
次
の
点
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
中
国
加
盟
議
定
書
第
一
条
二
項
の
記
述
は
、
単
に
同
議
定
書
の
Ｗ
Ｔ
Ｏ
協
定
へ

の
組
み
込
み
を
定
め
る
に
す
ぎ
ず
、
個
別
条
項
の
違
反
を
正
当
化
す
る
た
め
に
Ｗ
Ｔ
Ｏ
協
定
（
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
第
二
〇
条
）
を
援
用
で
き
る
か

否
か
は
、
当
該
個
別
条
項
の
規
定
ぶ
り
に
よ
）
51
（
る
。

　

一
連
の
判
断
に
も
と
づ
け
ば
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
が
他
の
Ｗ
Ｔ
Ｏ
協
定
の
違
反
を
正
当
化
す
る
た
め
に
適
用
さ
れ
る
か
は
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
協
定
と

「
不
可
分
」
で
あ
る
、
と
い
っ
た
文
言
で
は
な
く
、
他
の
Ｗ
Ｔ
Ｏ
協
定
の
文
言
次
第
と
な
）
52
（
る
。

　

第
三
に
、
Ｓ
Ｃ
Ｍ
協
定
は
、
禁
止
さ
れ
る
補
助
金
に
つ
い
て
も
、
ま
た
、
禁
止
さ
れ
な
い
が
特
定
性
及
び
悪
影
響
を
伴
う
補
助
金
に
つ

い
て
も
、
他
の
協
定
の
う
ち
「
農
業
に
関
す
る
協
定
」（
以
下
、
農
業
協
定
）
に
別
段
の
規
定
が
あ
る
場
合
に
の
み
、
例
外
が
あ
る
、
と
し

て
い
る
。
ま
ず
、
Ｓ
Ｃ
Ｍ
協
定
第
三
．
一
条
柱
書
は
、
輸
出
又
は
国
産
品
の
優
先
使
用
を
条
件
と
す
る
補
助
金
を
農
業
「
協
定
に
定
め
る

場
合
を
除
く
ほ
か
…
…
禁
止
す
る
」
と
定
め
る
。
悪
影
響
を
定
め
る
Ｓ
Ｃ
Ｍ
協
定
第
五
条
も
、
同
条
を
農
業
「
協
定
第
十
三
条
に
規
定
す

る
農
産
品
に
関
し
て
維
持
さ
れ
る
補
助
金
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
」
と
謳
う
。
こ
れ
ら
を
反
対
解
釈
す
れ
ば
、
補
助
金
が
農
業
協
定

以
外
の
他
の
協
定
を
根
拠
に
Ｓ
Ｃ
Ｍ
協
定
の
射
程
を
逃
れ
る
こ
と
は
、
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
捉
え
ら
れ
）
53
（

る
。

　

第
四
に
、
先
述
し
た
Ｓ
Ｃ
Ｍ
協
定
第
八
条
が
存
在
し
た
こ
と
も
、
同
協
定
の
起
草
に
お
い
て
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
第
二
〇
条
と
は
異
な
る
正
当

化
経
路
の
み
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
た
、
と
い
う
認
識
を
裏
づ
け
）
54
（

る
。

　

以
上
の
観
点
か
ら
、
通
説
で
は
、
Ｓ
Ｃ
Ｍ
協
定
違
反
を
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
第
二
〇
条
で
正
当
化
す
る
余
地
は
な
い
、
と
考
え
ら
れ
て
き
）
55
（

た
。
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も
っ
と
も
、
こ
の
理
解
に
も
と
づ
け
ば
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
補
助
金
規
律
に
お
け
る
「
貿
易
と
環
境
」
問
題
に
つ
い
て
は
、
調
整
の
余
地
が
な
く

な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
現
行
の
Ｓ
Ｃ
Ｍ
協
定
を
前
提
と
し
て
問
題
の
調
整
を
す
る
の
な
ら
ば
、
既
存
の
、
そ
れ
も
補
助
金
規
律
全
般

に
関
わ
る
要
件
の
下
で
事
実
上
の
適
用
除
外
を
設
け
る
ほ
か
な
く
な
）
56
（
る
。
カ
ナ
ダ
・
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
事
件
の
上
級
委
は
、
こ
う
し

た
解
決
策
を
補
助
金
の
構
成
要
件
の
一
つ
で
あ
る
「
利
益
」（
Ｓ
Ｃ
Ｍ
協
定
第
一
．
一
条
⒝
）
の
評
価
の
文
脈
で
見
い
だ
し
）
57
（
た
。

三　

カ
ナ
ダ
・
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
事
件

㈠　

経　

緯

　

カ
ナ
ダ
の
オ
ン
タ
リ
オ
州
は
、
二
〇
〇
四
年
以
来
、
サ
プ
ラ
イ
・
ミ
ッ
ク
ス
を
多
様
化
し
、
石
炭
火
力
設
備
か
ら
の
移
行
を
促
す
こ
と

を
目
指
し
て
い
）
58
（

た
。
こ
の
狙
い
を
実
現
す
べ
く
、
オ
ン
タ
リ
オ
州
は
、
同
州
電
力
シ
ス
テ
ム
へ
の
再
生
可
能
電
力
の
供
給
増
加
を
目
的
と

し
た
取
り
組
み
を
す
す
め
て
き
た
。
そ
の
第
三
段
階
が
、
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
一
日
に
開
始
さ
れ
た
オ
ン
タ
リ
オ
州
の
Ｆ
Ｉ
Ｔ
制
度
で

あ
っ
）
59
（
た
。

　

オ
ン
タ
リ
オ
州
の
Ｆ
Ｉ
Ｔ
制
度
は
、
先
述
の
サ
プ
ラ
イ
・
ミ
ッ
ク
ス
の
多
様
化
の
観
点
か
ら
風
力
、
太
陽
光
等
の
一
定
の
再
生
可
能
エ

ネ
ル
ギ
ー
の
み
を
用
い
て
発
電
す
る
者
を
対
象
と
し
て
い
）
60
（
た
。
そ
し
て
、
同
制
度
は
、
対
象
者
が
供
給
す
る
電
力
に
つ
い
て
、
州
政
府
の

外
局
及
び
関
連
す
る
地
域
配
電
会
社
か
ら
固
定
価
格
が
二
〇
年
又
は
四
〇
年
間
支
払
わ
れ
る
、
と
い
う
仕
組
み
を
と
っ
て
い
）
61
（

た
。

　

さ
ら
に
、
Ｆ
Ｉ
Ｔ
制
度
は
、
一
定
の
規
模
を
下
回
る
発
電
向
け
と
そ
れ
を
上
回
る
発
電
向
け
と
に
分
か
れ
て
い
）
62
（
た
。
後
者
の
区
分
で
は
、

太
陽
光
又
は
風
力
を
用
い
る
発
電
業
者
は
、
一
定
水
準
以
上
州
産
品
を
用
い
る
条
件
を
守
っ
て
適
格
発
電
施
設
を
開
発
・
建
設
す
る
必
要

が
あ
っ
）
63
（
た
。
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日
本
及
び
Ｅ
Ｕ
は
、
こ
れ
が
、
輸
入
品
に
対
す
る
規
制
上
の
差
別
を
禁
ず
る
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
第
三
条
四
項
及
び
「
貿
易
に
関
連
す
る
投
資
措

置
に
関
す
る
協
定
」（
以
下
、
Ｔ
Ｒ
Ｉ
Ｍ
ｓ
協
定
）
第
二
条
一
項
並
び
に
国
産
品
の
優
先
使
用
を
条
件
と
す
る
補
助
金
を
禁
ず
る
Ｓ
Ｃ
Ｍ
協

定
第
三
．
一
条
⒝
に
反
す
る
、
と
し
て
申
立
て
）
64
（
た
。
以
下
の
整
理
は
、
本
稿
の
関
心
に
照
ら
し
て
Ｓ
Ｃ
Ｍ
協
定
第
一
．
一
条
⒝
に
い
う

「
利
益
」
の
論
点
に
焦
点
を
当
て
）
65
（
る
。

㈡　

パ
ネ
ル
報
告

　

あ
る
措
置
が
国
産
品
の
優
先
使
用
を
条
件
と
す
る
補
助
金
と
し
て
Ｓ
Ｃ
Ｍ
協
定
第
三
．
一
条
⒝
に
違
反
す
る
た
め
に
は
、
そ
も
そ
も
、

当
該
措
置
の
補
助
金
該
当
性
が
認
め
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
点
、
Ｆ
Ｉ
Ｔ
制
度
に
よ
る
支
払
は
、
ま
ず
、
電
力
の
購
入
を
伴
う
が
ゆ

え
に
Ｓ
Ｃ
Ｍ
協
定
第
一
．
一
条
⒜
⑴
ⅲ
に
い
う
「
物
品
…
購
入
」
に
該
当
し
、
補
助
金
の
一
方
の
構
成
要
件
（
資
金
的
貢
献
）
を
充
た
す
、

と
認
定
さ
れ
）
66
（
た
。

　

次
に
、
申
立
国
の
一
方
の
日
本
は
、
他
方
の
構
成
要
件
で
あ
る
利
益
を
資
金
的
貢
献
と
同
種
の
市
場
取
引
と
の
条
件
差
（
優
遇
）
と
捉

え
る
、
従
来
の
上
級
委
の
解
釈
を
参
照
し
）
67
（

た
。
そ
し
て
、
日
本
は
、
オ
ン
タ
リ
オ
州
又
は
同
州
以
外
の
電
源
種
別
を
問
わ
な
い
電
力
卸

売
・
小
売
価
格
を
、
市
場
に
お
け
る
取
引
条
件
を
示
す
指
標
（
以
下
、
市
場
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
）
と
し
て
主
張
し
）
68
（
た
。
日
本
は
、
そ
の
う
え
で
、

市
場
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
を
上
回
る
対
価
が
Ｆ
Ｉ
Ｔ
制
度
対
象
者
に
支
払
わ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
利
益
の
立
証
を
試
み
）
69
（

た
。
Ｅ
Ｕ
も
、
同
様

の
主
張
を
展
開
し
）
70
（
た
。
加
え
て
、
日
本
及
び
Ｅ
Ｕ
は
、
再
生
可
能
電
力
の
発
電
業
者
が
本
来
得
ら
れ
な
い
は
ず
の
対
価
の
支
払
い
を
可
能

と
す
る
Ｆ
Ｉ
Ｔ
制
度
の
性
質
に
鑑
み
、
同
制
度
は
当
然
利
益
を
も
た
ら
す
、
と
も
指
摘
し
）
71
（

た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
被
申
立
国
の
カ
ナ
ダ
は
、
再
生
可
能
電
力
の
市
場
に
着
目
し
て
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
を
探
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と

反
発
し
）
72
（

た
。

　

パ
ネ
ル
は
、
ま
ず
、
日
本
が
言
及
し
た
利
益
の
解
釈
を
受
け
入
れ
）
73
（

た
。
ま
た
、
パ
ネ
ル
は
、
過
去
の
上
級
委
報
告
で
も
参
照
さ
れ
た
文
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脈
、
す
な
わ
ち
、
Ｓ
Ｃ
Ｍ
協
定
第
一
四
条
（
同
協
定
第
五
部
に
も
と
づ
く
一
方
的
救
済
で
あ
る
相
殺
関
税
の
水
準
と
な
る
利
益
の
計
算
を
定
め
る
規

定
）
の
⒟
を
再
確
認
し
た
。
そ
し
て
、
パ
ネ
ル
は
、
同
条
項
に
従
い
、
物
品
購
入
に
伴
う
利
益
は
、
当
該
資
金
的
貢
献
の
行
わ
れ
る
国
の

「
市
場
の
一
般
的
状
況
」
が
示
す
「
妥
当
な
対
価
」
に
照
ら
し
て
決
定
さ
れ
る
、
と
論
じ
）
74
（
た
。

　

パ
ネ
ル
は
、
こ
れ
ら
を
本
件
に
あ
て
は
め
、
検
討
す
べ
き
は
、
Ｆ
Ｉ
Ｔ
制
度
に
よ
る
支
払
が
妥
当
な
対
価
よ
り
多
い
か
否
か
で
あ
る
と

述
べ
、
ま
た
出
発
点
を
、
妥
当
な
対
価
を
特
定
す
る
た
め
の
関
連
市
場
の
画
定
と
し
）
75
（

た
。
同
時
に
、
パ
ネ
ル
は
、
過
去
の
上
級
委
の
説
示

を
参
照
し
、
画
定
す
べ
き
市
場
は
完
全
で
あ
る
必
要
は
な
い
が
、
利
益
の
決
定
に
お
け
る
比
較
分
析
が
循
環
論
法
に
陥
る
ほ
ど
に
政
府
介

入
の
影
響
の
あ
る
市
場
は
適
当
な
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
を
示
さ
な
い
、
と
留
意
し
）
76
（

た
。

　

続
い
て
、
パ
ネ
ル
は
、
当
事
国
の
示
す
市
場
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
の
検
討
に
移
行
し
、
ま
ず
、
オ
ン
タ
リ
オ
州
の
電
力
卸
売
市
場
が
政
府
介

入
の
影
響
な
く
し
て
機
能
し
え
な
い
こ
と
か
ら
、
本
件
の
利
益
分
析
に
お
い
て
当
該
市
場
の
価
格
を
参
照
す
る
こ
と
は
受
け
入
れ
ら
れ
な

い
、
と
述
べ
）
77
（
た
。
ま
た
、
パ
ネ
ル
は
、
右
記
の
オ
ン
タ
リ
オ
州
の
状
況
に
鑑
み
、
州
外
の
電
力
卸
売
市
場
が
競
争
的
だ
と
し
て
も
こ
れ
を

代
わ
り
に
参
照
す
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
な
い
、
と
指
摘
し
）
78
（

た
。

　

電
力
卸
売
価
格
以
外
に
、
申
立
国
は
、
Ｆ
Ｉ
Ｔ
制
度
の
性
質
に
鑑
み
、
同
制
度
が
存
在
し
な
け
れ
ば
制
度
参
加
者
が
受
け
取
っ
て
い
た

で
あ
ろ
う
実
際
の
電
力
価
格
を
代
替
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
と
示
唆
し
て
い
）
79
（

た
。
し
か
し
、
パ
ネ
ル
は
、
Ｆ
Ｉ
Ｔ
制
度
が
存
在
し
な
い
反
実
仮
想

状
況
で
は
、
実
際
の
電
力
価
格
が
唯
一
の
選
択
肢
で
は
な
く
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
る
発
電
を
行
う
者
が
オ
ン
タ
リ
オ
州
政
府
と

交
渉
す
る
価
格
が
採
用
さ
れ
る
可
能
性
が
高
い
、
と
い
う
観
点
か
ら
右
記
の
申
立
国
の
主
張
を
受
け
入
れ
な
か
っ
）
80
（

た
。
カ
ナ
ダ
が
主
張
し

た
太
陽
光
及
び
風
力
由
来
の
電
力
の
卸
売
価
格
に
つ
い
て
も
、
消
費
者
が
電
源
種
別
を
問
わ
ず
に
電
力
を
購
入
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら

を
受
け
入
れ
る
根
拠
が
な
い
、
と
さ
れ
）
81
（
た
。

　

以
上
の
通
り
、
パ
ネ
ル
は
、
当
事
国
の
主
張
す
る
市
場
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
を
す
べ
て
退
け
た
う
え
で
、
利
益
の
存
在
に
関
す
る
申
立
国
の

主
張
を
支
え
る
根
拠
が
な
い
、
と
結
論
づ
け
）
82
（
た
。
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㈢　

上
級
委
員
会
報
告

　

日
本
及
び
Ｅ
Ｕ
は
、
上
訴
に
あ
た
っ
て
ま
ず
、
措
置
の
水
準
決
定
の
た
め
に
利
益
の
算
定
を
要
す
る
相
殺
関
税
の
事
案
と
、
禁
止
補
助

金
に
関
す
る
申
立
て
の
事
案
の
違
い
を
指
摘
し
、
後
者
（
本
件
）
で
は
Ｓ
Ｃ
Ｍ
協
定
第
一
四
条
⒟
の
縛
り
は
な
く
、
市
場
ベ
ン
チ
マ
ー
ク

の
特
定
は
必
要
な
い
、
と
主
張
し
）
83
（
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
上
級
委
は
、
パ
ネ
ル
の
利
益
の
解
釈
に
も
、
Ｓ
Ｃ
Ｍ
協
定
第
一
四
条
⒟
が
第
一
．

一
条
⒝
の
文
脈
を
提
供
す
る
、
と
い
う
パ
ネ
ル
の
理
解
に
も
誤
り
は
な
く
、
利
益
の
算
定
が
求
め
ら
れ
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
す
べ

か
ら
く
市
場
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
の
特
定
が
求
め
ら
れ
る
、
と
断
じ
）
84
（
た
。
も
っ
て
、
上
級
委
は
、
利
益
認
定
の
法
的
基
準
の
解
釈
に
お
い
て
パ

ネ
ル
の
誤
り
は
な
か
っ
た
、
と
論
じ
）
85
（

た
。

　

次
に
、
上
級
委
は
、
実
態
と
し
て
電
源
種
別
を
問
わ
な
い
電
力
卸
売
市
場
を
観
念
す
る
パ
ネ
ル
の
市
場
画
定
に
焦
点
を
当
て
た
。
そ
こ

で
、
上
級
委
は
、
第
一
に
、
関
連
市
場
の
画
定
が
利
益
分
析
に
お
け
る
必
須
の
前
提
で
あ
る
、
と
い
う
認
識
の
下
、
関
連
市
場
に
つ
い
て

パ
ネ
ル
が
見
解
を
示
さ
な
い
ま
ま
当
事
国
の
多
様
な
見
解
を
評
価
し
た
こ
と
を
問
題
視
し
）
86
（

た
。
第
二
に
、
上
級
委
は
、
Ｓ
Ｃ
Ｍ
協
定
第
五

条
に
い
う
「
悪
影
響
」
の
評
価
に
際
し
て
市
場
画
定
に
お
け
る
需
要
と
供
給
双
方
の
代
替
性
の
評
価
の
重
要
性
を
論
じ
た
過
去
の
自
身
の

説
示
を
参
照
し
、
後
者
の
評
価
を
怠
っ
た
パ
ネ
ル
の
認
定
の
不
備
を
論
じ
）
87
（

た
。

　

特
に
、
上
級
委
は
、
第
二
の
問
題
点
を
敷
衍
し
て
説
明
し
、
以
下
の
通
り
、
供
給
の
代
替
性
を
考
慮
し
て
い
れ
ば
パ
ネ
ル
の
結
論
は
異

な
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
、
と
い
う
議
論
を
展
開
し
）
88
（

た
。

　

上
級
委
に
よ
れ
ば
、
再
生
可
能
電
力
の
発
電
業
者
（
風
力
発
電
業
者
及
び
太
陽
光
発
電
業
者
）
と
他
の
技
術
を
用
い
る
発
電
業
者
が
価
格

に
関
す
る
相
互
作
用
を
及
ぼ
す
可
能
性
は
、
両
者
の
費
用
構
造
並
び
に
事
業
費
及
び
性
質
の
違
い
ゆ
え
に
き
わ
め
て
乏
し
）
89
（
い
。
風
力
及
び

太
陽
光
由
来
の
電
力
の
市
場
は
、
政
府
規
制
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
存
在
し
う
る
が
、
そ
の
手
法
と
し
て
は
、
管
理
価
格
の
設
定
を
伴
っ
て

の
サ
プ
ラ
イ
・
ミ
ッ
ク
ス
の
決
定
又
は
一
定
の
発
電
技
術
由
来
の
電
力
の
購
入
要
求
が
考
え
ら
れ
）
90
（
る
。
詳
細
に
後
述
す
る
よ
う
に
、
い
ず
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れ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
政
府
に
よ
る
サ
プ
ラ
イ
・
ミ
ッ
ク
ス
の
設
定
は
、「
そ
れ
自
体
ま
た
単
独
で
は
」
利
益
を
も
た
ら
す
と
は
考
え

ら
れ
な
）
91
（

い
。
翻
っ
て
、
本
件
で
は
、
オ
ン
タ
リ
オ
州
の
電
力
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
サ
プ
ラ
イ
・
ミ
ッ
ク
ス
が
決
定
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、

問
題
と
な
る
取
引
段
階
は
、
電
源
種
別
を
問
わ
ず
に
電
力
が
購
入
さ
れ
る
小
売
で
は
な
く
、
サ
プ
ラ
イ
・
ミ
ッ
ク
ス
設
定
に
よ
っ
て
購
入

決
定
が
方
向
づ
け
ら
れ
る
卸
売
で
あ
）
92
（
る
。
そ
う
し
た
仕
組
み
は
、
消
費
者
が
多
様
な
電
源
に
由
来
す
る
電
力
を
購
入
す
る
用
意
が
あ
る
、

と
い
う
事
実
を
反
映
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
）
93
（

い
。
以
上
の
観
点
か
ら
、
上
級
委
は
、
パ
ネ
ル
が
サ
プ
ラ
イ
・
ミ
ッ
ク
ス
を
考
慮
し
、
風
力

及
び
太
陽
光
由
来
の
電
力
に
関
す
る
競
争
的
な
卸
売
取
引
の
範
囲
で
関
連
市
場
を
画
定
す
べ
き
だ
っ
た
、
と
指
摘
し
）
94
（
た
。

　

続
い
て
、
本
件
の
事
実
を
ふ
ま
え
た
市
場
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
の
具
体
的
な
特
定
の
論
点
を
め
ぐ
り
、
パ
ネ
ル
は
、
あ
ら
ゆ
る
電
源
に
由
来

す
る
電
力
の
取
引
に
つ
い
て
申
立
国
が
適
当
な
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
の
立
証
に
失
敗
し
た
、
と
認
定
し
て
い
）
95
（
た
。
そ
の
基
礎
は
、
次
の
二
点
で

あ
っ
た
。
第
一
に
、
競
争
的
な
電
力
卸
売
市
場
は
、
信
頼
可
能
な
電
力
シ
ス
テ
ム
の
確
保
に
必
要
と
な
る
多
様
な
発
電
業
者
に
対
し
て
総

費
用
を
十
分
補
塡
す
る
収
入
を
与
え
る
こ
と
も
、
人
の
健
康
及
び
環
境
に
関
す
る
目
的
を
追
求
す
る
電
力
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
こ
と
も

ほ
と
ん
ど
な
）
96
（

い
。
第
二
に
、
競
争
的
な
電
力
卸
売
市
場
は
、
信
頼
可
能
な
電
力
供
給
の
確
保
に
必
要
な
発
電
能
力
へ
の
投
資
を
十
分
呼
び

込
め
な
）
97
（
い
。

　

上
級
委
は
、
パ
ネ
ル
に
よ
る
こ
れ
ら
の
言
及
が
、
本
件
に
お
け
る
市
場
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
の
選
定
の
際
に
サ
プ
ラ
イ
・
ミ
ッ
ク
ス
が
考
慮

さ
れ
る
べ
き
旨
を
示
唆
す
る
、
と
捉
え
）
98
（
た
。
そ
し
て
、
上
級
委
は
、
発
電
及
び
電
力
供
給
の
根
底
に
流
れ
る
政
策
目
的
を
勘
案
し
て
文
言

上
根
拠
の
な
い
例
外
を
利
益
要
件
に
読
み
込
む
こ
と
は
Ｓ
Ｃ
Ｍ
協
定
第
一
．
一
条
⒝
と
整
合
し
な
い
、
と
い
う
前
提
に
留
意
し
つ
つ
、
ベ

ン
チ
マ
ー
ク
選
定
に
関
す
る
先
述
の
示
唆
に
理
解
を
示
し
）
99
（

た
。

　

も
っ
と
も
、
過
去
に
上
級
委
は
、（
利
益
な
い
し
補
助
金
の
認
定
の
た
め
の
比
較
分
析
が
循
環
論
法
に
陥
る
の
を
避
け
る
観
点
か
ら
）
政
府
介
入

の
影
響
に
よ
り
市
場
条
件
を
反
映
し
な
い
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
に
頼
る
こ
と
が
Ｓ
Ｃ
Ｍ
協
定
第
一
．
一
条
⒝
の
文
脈
た
る
第
一
四
条
⒟
に
整
合

し
な
い
、
と
述
べ
て
い
）
100
（
た
。
よ
っ
て
、
本
件
で
上
級
委
は
、
こ
の
説
示
と
整
合
的
に
、
政
府
介
入
の
著
し
い
風
力
及
び
太
陽
光
由
来
の
電
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力
に
関
す
る
卸
売
市
場
か
ら
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
を
選
定
す
る
論
理
を
導
く
必
要
が
あ
っ
）
101
（
た
。
そ
こ
で
、
上
級
委
は
、
政
府
介
入
を
、
既
存
市

場
へ
の
介
入
と
政
府
介
入
な
く
ば
存
在
し
な
か
っ
た
は
ず
の
市
場
を
創
設
す
る
介
入
と
に
分
け
た
う
え
で
、
前
者
が
補
助
金
と
な
り
う
る

一
方
、
後
者
が
「
そ
れ
自
体
ま
た
単
独
で
は
」
補
助
金
に
な
ら
な
い
、
と
い
う
違
い
を
強
調
し
）
102
（
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
上
級
委
は
、
後
者
の

類
の
介
入
で
創
出
さ
れ
た
市
場
か
ら
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
を
選
定
し
て
利
益
を
評
価
す
る
こ
と
に
Ｓ
Ｃ
Ｍ
協
定
第
一
．
一
条
⒝
上
の
支
障
は
な

い
、
と
整
理
し
）
103
（

た
。
そ
の
う
え
で
、
上
級
委
は
、
本
件
に
お
け
る
サ
プ
ラ
イ
・
ミ
ッ
ク
ス
の
設
定
と
い
う
政
府
介
入
も
、
持
続
的
か
つ
信

頼
で
き
る
電
力
供
給
が
長
期
的
に
担
保
さ
れ
る
市
場
の
存
立
を
確
保
す
る
重
要
な
機
能
を
果
た
す
た
め
、
当
該
介
入
が
「
そ
れ
自
体
ま
た

単
独
で
は
」
補
助
金
を
構
成
し
な
い
、
と
論
じ
）
104
（

た
。
ま
た
、
上
級
委
は
、
再
生
可
能
電
力
と
従
来
型
電
源
由
来
の
電
力
そ
れ
ぞ
れ
の
価
格

が
反
映
す
る
正
の
外
部
性
と
負
の
外
部
性
を
認
識
し
、
そ
れ
ら
を
内
部
化
す
る
政
府
介
入
が
民
間
主
体
の
商
業
的
考
慮
に
も
と
づ
く
活
動

の
余
地
を
残
す
、
と
付
言
し
）
105
（
た
。
も
っ
て
、
上
級
委
は
、
本
件
で
は
サ
プ
ラ
イ
・
ミ
ッ
ク
ス
の
定
義
に
も
と
づ
く
風
力
発
電
及
び
太
陽
光

発
電
の
市
場
で
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
が
特
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
論
じ
）
106
（
た
。

　

そ
の
後
、
上
級
委
は
、
風
力
及
び
太
陽
光
由
来
の
電
力
の
取
引
分
野
に
つ
い
て
市
場
を
画
定
し
た
う
え
で
利
益
を
評
価
す
る
の
を
怠
っ

た
パ
ネ
ル
の
認
定
を
破
棄
し
た
一
方
、
検
討
の
完
了
に
必
要
な
パ
ネ
ル
の
事
実
認
定
及
び
当
事
国
間
で
争
い
の
な
い
事
実
の
欠
如
に
鑑
み
、

自
判
を
断
念
し
）
107
（

た
。四　

市
場
創
設
的
介
入
論
の
再
考

㈠　

総　

論

　

本
件
で
問
題
と
な
っ
た
Ｆ
Ｉ
Ｔ
制
度
は
、
再
生
可
能
電
力
の
発
電
業
者
が
電
力
卸
売
分
野
へ
の
参
入
を
実
現
す
る
公
的
支
援
で
あ
）
108
（
り
、
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直
感
的
に
は
補
助
金
に
映
）
109
（
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
上
級
委
は
、
市
場
を
創
設
す
る
政
府
介
入
が
「
そ
れ
自
体
ま
た
単
独
で
は
」、
Ｓ
Ｃ

Ｍ
協
定
第
一
．
一
条
⒝
に
い
う
「
利
益
」
を
も
た
ら
さ
ず
、
よ
っ
て
補
助
金
に
も
該
当
し
な
い
、
と
い
う
論
理
（
市
場
創
設
的
介
入
論
）

を
も
ち
だ
し
）
110
（
た
。
そ
し
て
、
上
級
委
は
、
Ｆ
Ｉ
Ｔ
制
度
に
よ
る
サ
プ
ラ
イ
・
ミ
ッ
ク
ス
の
設
定
が
そ
う
し
た
市
場
創
設
的
介
入
に
あ
た
る
、

と
し
て
本
件
に
お
け
る
補
助
金
認
定
の
ハ
ー
ド
ル
を
高
め
）
111
（
た
。
さ
ら
に
、
上
級
委
は
、
こ
の
営
為
に
実
効
性
を
も
た
せ
る
が
如
く
、
利
益

の
評
価
の
基
礎
、
す
な
わ
ち
、
資
金
的
貢
献
と
同
種
の
取
引
に
関
す
る
市
場
の
画
定
に
お
い
て
、
供
給
の
代
替
性
を
重
視
し
）
112
（

た
。
そ
の
よ

う
に
、
上
級
委
は
、
各
再
生
可
能
電
力
の
取
引
分
野
に
つ
い
て
市
場
を
画
定
す
る
こ
と
で
、
相
対
的
に
安
価
な
従
来
型
電
源
由
来
の
電
力

の
取
引
と
の
比
較
に
よ
っ
て
再
生
可
能
電
力
の
買
取
に
伴
う
利
益
、
な
い
し
は
補
助
金
を
認
定
す
る
こ
と
を
回
避
し
）
113
（

た
。

　

本
件
で
上
級
委
が
自
判
を
断
念
し
、
最
終
的
に
補
助
金
の
認
定
を
回
避
し
た
要
因
と
し
て
は
、
比
較
対
象
の
再
生
可
能
電
力
の
市
場
価

額
（
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
）
に
関
す
る
事
実
認
定
の
欠
如
が
挙
げ
ら
れ
）
114
（
る
。
し
か
し
、
右
記
の
経
緯
に
鑑
み
れ
ば
、
市
場
創
設
的
介
入
論
及
び

そ
れ
を
補
完
す
る
（
供
給
の
代
替
性
を
重
視
し
た
）
市
場
画
定
こ
そ
が
一
見
容
易
な
補
助
金
の
認
定
を
妨
げ
た
、
と
捉
え
て
よ
）
115
（
い
。

　

そ
う
し
た
上
級
委
の
営
為
は
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
分
野
で
の
政
府
介
入
に
つ
い
て
事
実
上
の
適
用
除
外
を
生
み
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
補
助
金

規
律
に
お
け
る
「
貿
易
と
環
境
」
問
題
の
調
整
に
資
す
る
、
と
し
て
一
部
の
論
者
か
ら
は
評
価
さ
れ
）
116
（
る
。
し
か
し
、
本
件
で
は
、
再
生
可

能
電
力
の
投
入
財
調
達
に
関
す
る
内
外
差
別
は
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
第
三
条
四
項
及
び
Ｔ
Ｒ
Ｉ
Ｍ
ｓ
協
定
第
二
条
一
項
違
反
と
さ
れ
）
117
（

た
。
こ
の
点

に
鑑
み
れ
ば
、
結
局
Ｗ
Ｔ
Ｏ
協
定
違
反
を
免
れ
な
い
措
置
を
Ｓ
Ｃ
Ｍ
協
定
の
射
程
か
ら
外
す
べ
く
、
あ
え
て
市
場
創
設
的
介
入
論
を
展
開

す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
疑
問
は
拭
え
な
）
118
（

い
。
ま
た
、
先
行
研
究
を
参
照
し
な
が
ら
以
下
に
論
ず
る
通
り
、
上
級
委
が
示
し
た

市
場
創
設
的
介
入
論
及
び
そ
の
市
場
画
定
に
は
問
題
が
あ
る
。

㈡　

市
場
創
設
的
介
入
論

　

Ｓ
Ｃ
Ｍ
協
定
第
一
．
一
条
は
、
⒜
で
補
助
金
の
一
方
の
構
成
要
件
で
あ
る
資
金
的
貢
献
の
類
型
を
列
挙
し
、
⒝
で
他
方
の
構
成
要
件
と
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し
て
、
こ
の
「
措
置
に
よ
っ
て
利
益
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
」
を
挙
げ
る
。
こ
う
し
た
簡
素
な
規
定
で
は
、
市
場
創
設
的
介
入
が
「
そ
れ

自
体
ま
た
単
独
で
は
」
補
助
金
に
あ
た
ら
な
い
、
と
い
う
論
理
の
根
拠
は
、
少
な
く
と
も
積
極
的
に
は
示
さ
れ
て
い
な
）
119
（

い
。

　

ま
た
、
上
級
委
は
、
補
助
金
の
妥
当
性
に
鑑
み
て
Ｓ
Ｃ
Ｍ
協
定
に
文
言
上
根
拠
の
な
い
例
外
を
利
益
要
件
に
読
み
込
む
こ
と
が
第
一
．

一
条
⒝
に
整
合
し
な
い
、
と
い
う
点
に
留
意
し
つ
つ
も
、
実
態
と
し
て
は
そ
れ
に
及
ん
で
い
）
120
（
る
。

　

こ
の
点
を
具
体
的
に
論
ず
る
際
に
注
目
す
べ
き
は
、
本
件
で
市
場
創
設
的
介
入
と
さ
れ
た
サ
プ
ラ
イ
・
ミ
ッ
ク
ス
に
対
す
る
上
級
委
の

認
識
で
あ
る
。
上
級
委
は
、
当
該
政
府
措
置
が
市
場
創
設
的
介
入
で
あ
り
、
当
然
に
は
補
助
金
に
あ
た
ら
な
い
、
と
述
べ
る
際
、
そ
れ
を

持
続
的
な
電
力
市
場
の
存
立
に
と
っ
て
重
要
な
介
入
と
論
じ
て
い
）
121
（

た
。
同
時
に
、
上
級
委
は
、
再
生
可
能
電
力
の
価
格
の
高
さ
に
伴
う
正

の
外
部
性
と
従
来
型
電
源
に
由
来
す
る
電
力
の
価
格
の
低
さ
に
伴
う
負
の
外
部
性
の
両
者
を
勘
案
し
、
そ
う
し
た
社
会
的
費
用
及
び
便
益

を
内
部
化
す
る
政
府
介
入
の
下
で
も
民
間
主
体
の
商
業
的
活
動
の
余
地
が
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
）
122
（
た
。
こ
こ
で
意
識
さ
れ
て
い
る
政
府
介

入
が
、
サ
プ
ラ
イ
・
ミ
ッ
ク
ス
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
そ
の
点
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
上
級
委
は
、
サ
プ
ラ
イ
・
ミ
ッ
ク
ス
が
外
部
性

に
対
処
す
る
点
に
鑑
み
、
こ
れ
が
当
然
に
は
補
助
金
を
構
成
し
な
い
、
と
評
価
し
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
上
級
委
は
、
市
場

創
設
的
介
入
論
の
適
用
に
あ
た
り
、
太
陽
光
及
び
風
力
由
来
の
電
力
卸
売
市
場
を
画
定
す
る
際
に
考
慮
し
た
後
述
の
（
供
給
）
費
用
の
格

差
に
加
え
）
123
（

て
、
市
場
の
失
敗
を
矯
正
す
る
サ
プ
ラ
イ
・
ミ
ッ
ク
ス
の
政
策
目
的
を
勘
案
し
て
い
た
こ
と
と
な
）
124
（

る
。

　

以
上
の
よ
う
に
検
討
す
れ
ば
、
上
級
委
は
、
自
ら
の
説
示
に
反
し
て
利
益
要
件
の
下
に
政
府
介
入
の
政
策
目
的
に
鑑
み
た
補
助
金
規
律

の
例
外
を
法
創
造
し
た
、
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
）
125
（

い
。

　

次
に
、
市
場
創
設
的
介
入
論
に
お
け
る
検
討
対
象
の
政
府
措
置
の
拡
大
は
、
上
級
委
が
前
提
と
し
て
い
る
利
益
の
認
定
手
法
と
合
致
し

な
）
126
（
い
。
上
級
委
の
認
識
に
よ
れ
ば
、
利
益
の
存
否
は
、
資
金
的
貢
献
の
条
件
が
市
場
条
件
に
比
べ
て
有
利
な
も
の
か
否
か
、
の
評
価
に
も

と
づ
い
て
決
定
さ
れ
）
127
（

る
。
こ
れ
を
本
件
に
あ
て
は
め
れ
ば
、
資
金
的
貢
献
は
「
物
品
…
購
入
」（
Ｓ
Ｃ
Ｍ
協
定
第
一
．
一
条
⒜
⑴
ⅲ
）
た
る
電

力
の
購
入
で
あ
り
、
そ
の
条
件
優
遇
の
有
無
か
ら
利
益
の
存
否
が
決
定
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
本
件
に
お
け
る
利
益
の
評
価
に
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は
、
本
来
、
物
品
購
入
と
区
別
さ
れ
る
サ
プ
ラ
イ
・
ミ
ッ
ク
ス
の
設
定
は
、
介
在
す
る
余
地
が
な
）
128
（
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
上
級
委
は
、

サ
プ
ラ
イ
・
ミ
ッ
ク
ス
が
補
助
金
該
当
性
を
問
わ
れ
て
い
る
が
如
く
、
こ
れ
が
市
場
創
設
的
介
入
に
あ
た
る
、
と
論
じ
た
。
そ
の
よ
う
に
、

少
な
く
と
も
本
件
に
お
け
る
市
場
創
設
的
介
入
論
は
、
資
金
的
貢
献
以
外
の
政
府
措
置
の
考
慮
、
な
い
し
は
論
点
の
す
り
替
え
を
伴
う
も

の
で
あ
り
、
上
級
委
が
念
頭
に
置
く
利
益
の
認
定
手
法
に
反
す
）
129
（
る
。

　

加
え
て
、
上
級
委
に
よ
る
市
場
創
設
的
介
入
と
既
存
市
場
へ
の
介
入
の
区
別
は
、
曖
昧
で
あ
）
130
（

る
。
本
稿
三
㈠
に
言
及
し
た
通
り
、
カ
ナ

ダ
の
オ
ン
タ
リ
オ
州
に
お
け
る
再
生
可
能
電
力
の
供
給
増
加
の
試
み
は
、
Ｆ
Ｉ
Ｔ
制
度
開
始
の
二
〇
〇
九
年
よ
り
前
の
二
〇
〇
四
年
に
遡

る
）
131
（

。
Ｆ
Ｉ
Ｔ
制
度
に
注
目
す
る
に
せ
よ
、
サ
プ
ラ
イ
・
ミ
ッ
ク
ス
の
設
定
に
注
目
す
る
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
よ
り
前
か
ら
再
生
可
能
電
力
の

取
引
が
産
声
を
上
げ
て
い
た
点
は
無
視
で
き
な
）
132
（
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
上
級
委
は
、
サ
プ
ラ
イ
・
ミ
ッ
ク
ス
を
市
場
創
設
的
介
入
と
捉

え
、
既
存
市
場
へ
の
介
入
と
の
区
別
を
詳
細
に
論
じ
て
い
な
い
の
で
あ
）
133
（
る
。

　

さ
ら
に
、
市
場
創
設
的
介
入
と
既
存
市
場
へ
の
介
入
を
峻
別
で
き
た
と
し
て
も
、
そ
こ
か
ら
す
す
ん
で
補
助
金
の
認
定
で
扱
い
の
差
を

設
け
る
こ
と
に
は
、
経
済
学
的
な
根
拠
が
な
）
134
（

い
。
本
件
で
問
題
と
な
っ
た
サ
プ
ラ
イ
・
ミ
ッ
ク
ス
の
設
定
な
い
し
は
Ｆ
Ｉ
Ｔ
制
度
は
、
上

級
委
も
認
め
る
通
り
、
電
力
卸
売
の
取
引
分
野
に
お
い
て
従
来
型
電
源
由
来
の
電
力
と
競
争
す
る
の
が
難
し
か
っ
た
再
生
可
能
電
力
の
参

入
を
促
す
介
入
で
あ
）
135
（

る
。
こ
う
し
た
政
府
介
入
は
、
既
存
の
電
力
卸
売
分
野
に
お
け
る
市
場
の
失
敗
を
矯
正
す
る
補
助
金
に
ほ
か
な
ら
な

い
）゚
136
（

。
そ
れ
は
、
す
な
わ
ち
、
政
府
の
市
場
創
設
が
認
め
ら
れ
よ
う
と
認
め
ら
れ
ま
い
と
、
問
題
の
政
府
介
入
が
市
場
の
失
敗
の
矯
正
策
で

あ
る
こ
と
に
変
わ
り
な
く
、
経
済
学
的
に
二
つ
の
場
面
は
区
別
さ
れ
え
な
い
こ
と
を
意
味
す
）
137
（

る
。
市
場
創
設
的
介
入
論
は
、
こ
の
よ
う
な

観
点
か
ら
、
事
実
上
の
適
用
除
外
を
法
創
造
す
る
た
め
に
本
来
補
助
金
と
し
て
扱
う
べ
き
も
の
を
補
助
金
で
な
く
す
る
解
釈
で
あ
る
、
と

の
批
判
を
免
れ
な
）
138
（
い
。
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㈢　

供
給
の
代
替
性
を
重
視
し
た
市
場
画
定

　

市
場
創
設
的
介
入
論
に
よ
る
事
実
上
の
適
用
除
外
の
創
出
に
実
効
性
を
も
た
せ
た
の
は
、
利
益
の
評
価
に
必
要
な
資
金
的
貢
献
と
同
様

の
取
引
の
市
場
条
件
（
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
）
を
特
定
す
る
た
め
の
、
市
場
画
定
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
細
か
く
振
り
返
る
と
、
上
級
委
は
、
事

業
者
の
行
為
の
競
争
制
限
性
を
判
断
す
る
た
め
の
競
争
法
上
の
市
場
画
定
で
も
参
照
さ
れ
）
139
（
る
考
慮
要
素
と
し
て
需
要
の
代
替
性
と
供
給
の

代
替
性
を
挙
げ
、
パ
ネ
ル
が
後
者
の
評
価
を
怠
っ
た
点
の
不
備
を
指
摘
し
て
い
）
140
（

た
。
そ
し
て
、
上
級
委
は
、
こ
の
問
題
点
を
敷
衍
し
な
が

ら
画
定
さ
れ
る
べ
き
市
場
を
論
じ
て
い
）
141
（
た
。
よ
っ
て
、
上
級
委
が
市
場
画
定
の
際
に
重
視
し
て
い
た
の
は
供
給
の
代
替
性
で
あ
り
、
そ
れ

の
考
慮
こ
そ
が
市
場
創
設
的
介
入
論
を
補
完
す
る
狭
い
市
場
画
定
を
導
い
た
、
と
考
え
ら
れ
）
142
（

る
。

　

し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
以
下
の
問
題
点
を
指
摘
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
ま
ず
、
競
争
法
上
の
市
場
画
定
に
お
け
る
供
給
の
代
替
性

の
考
慮
は
、
潜
在
的
な
競
争
者
を
含
め
て
よ
り
広
い
市
場
を
画
定
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
一
方
、
本
件
で
は
、
よ
り
狭
い
市
場
の
画
定
を

導
く
た
め
に
な
さ
れ
て
い
）
143
（

る
。

　

ま
た
、
上
級
委
が
供
給
の
代
替
性
の
考
慮
に
お
い
て
着
目
し
た
の
は
供
給
費
用
で
あ
る
）
144
（
が
、
競
争
法
上
の
市
場
画
定
に
お
け
る
供
給
の

代
替
性
の
考
慮
の
際
に
着
目
さ
れ
る
の
は
、
潜
在
的
な
競
争
者
が
既
存
の
競
争
者
の
供
給
を
取
っ
て
代
わ
る
た
め
に
要
す
る
費
用
（
供
給

代
替
費
用
）
で
あ
）
145
（
る
。
こ
の
観
点
で
も
齟
齬
は
否
め
な
）
146
（
い
。

　

加
え
て
、
競
争
法
に
お
け
る
市
場
画
定
の
文
脈
で
重
視
さ
れ
る
の
は
、
む
し
ろ
、
需
要
の
代
替
性
で
あ
）
147
（

る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
上
級

委
が
供
給
の
代
替
性
を
優
先
的
に
評
価
す
る
根
拠
は
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
の
観
点
か
ら
も
批
判
は
免
れ
な
）
148
（

い
。

　

も
っ
と
も
、
上
級
委
は
、
需
要
サ
イ
ド
で
も
従
来
型
電
源
由
来
の
電
力
と
再
生
可
能
電
力
と
の
代
替
性
が
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
）
149
（
る
。

こ
の
た
め
、
需
要
の
代
替
性
の
存
否
を
考
慮
し
て
も
狭
い
市
場
の
画
定
は
避
け
ら
れ
な
い
、
と
指
摘
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
、
上
級
委
は
、
消
費
者
が
一
定
の
再
生
可
能
電
力
を
購
入
す
る
準
備
が
で
き
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
し
て
あ
く
ま
で
需
要
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の
代
替
性
が
な
い
可
能
性
を
述
べ
た
に
す
ぎ
な
）
150
（
い
。
ま
た
、
需
要
の
代
替
性
の
欠
如
を
も
た
ら
す
サ
プ
ラ
イ
・
ミ
ッ
ク
ス
は
、
本
件
で
の

資
金
的
貢
献
の
評
価
上
は
固
定
価
格
買
取
と
区
別
さ
れ
る
と
は
い
え
、
Ｆ
Ｉ
Ｔ
制
度
に
付
随
す
る
政
府
介
入
で
あ
る
。
こ
う
し
た
政
府
介

入
の
も
た
ら
す
需
要
の
代
替
性
の
欠
如
が
、
利
益
（
な
い
し
は
補
助
金
）
の
評
価
の
前
提
と
な
る
市
場
画
定
を
決
定
づ
け
る
な
ら
ば
、
政

府
は
、
い
く
ら
で
も
事
実
上
の
適
用
除
外
を
見
込
ん
で
狭
い
市
場
の
創
出
を
試
み
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
帰
結
は
、
Ｓ
Ｃ

Ｍ
協
定
の
規
律
を
骨
抜
き
に
し
か
ね
な
）
151
（

い
。
需
要
の
代
替
性
の
欠
如
に
関
す
る
上
級
委
の
示
唆
は
、
推
測
の
域
を
出
ず
、
ま
た
、
恣
意
的

な
評
価
に
も
と
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
利
益
の
評
価
の
た
め
の
市
場
画
定
で
は
、
そ
も
そ
も
供
給
の
代
替
性
を
考
慮
す
る
必
要
が
な
い
。
先
述
の
通
り
、
た
し
か
に
、

市
場
に
お
け
る
競
争
へ
の
悪
影
響
を
判
別
す
る
た
め
の
競
争
法
上
の
市
場
画
定
は
、
潜
在
的
な
競
争
者
も
含
め
て
競
争
上
の
相
互
作
用
が

働
く
場
を
特
定
す
る
作
業
で
あ
る
た
め
、
供
給
の
代
替
性
の
考
慮
も
要
す
る
。
し
か
し
、
Ｓ
Ｃ
Ｍ
協
定
上
の
利
益
分
析
の
た
め
の
市
場
画

定
は
、
単
に
既
存
の
競
争
者
の
中
の
特
定
勢
力
が
市
場
環
境
下
で
得
ら
れ
な
い
条
件
で
政
府
と
取
引
を
し
た
か
、
を
探
る
た
め
の
も
の
で

し
か
な
く
、
潜
在
的
な
競
争
者
の
探
索
を
要
し
な
）
152
（

い
。
Ｓ
Ｃ
Ｍ
協
定
第
五
条
に
も
と
づ
い
て
補
助
金
に
よ
る
国
際
競
争
へ
の
悪
影
響
を
検

討
す
る
際
に
は
、
競
争
法
と
同
じ
く
市
場
画
定
に
お
い
て
供
給
の
代
替
性
を
考
慮
し
う
る
に
し
て
も
、
上
級
委
が
そ
れ
を
利
益
分
析
の
た

め
の
市
場
画
定
に
応
用
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
）
153
（

は
、
違
和
感
を
覚
え
ざ
る
を
え
な
）
154
（

い
。

㈣　

市
場
創
設
的
介
入
論
を
支
え
う
る
「
利
益
」
の
解
釈

　

こ
こ
ま
で
、
利
益
要
件
の
下
で
事
実
上
の
適
用
除
外
を
創
出
す
る
市
場
創
設
的
介
入
論
及
び
そ
れ
を
補
完
す
る
市
場
画
定
に
批
判
的
な

先
行
研
究
を
整
理
し
て
き
た
。
そ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
説
得
的
で
あ
り
、
本
稿
も
共
鳴
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
上

級
委
を
擁
護
す
る
主
張
は
根
強
）
155
（

い
。
こ
の
主
張
の
背
景
に
は
、
上
級
委
が
、
市
場
の
失
敗
を
考
慮
し
え
な
い
「
近
視
眼
的
な

（m
yopic

）」
解
）
156
（
釈
で
は
な
く
、
か
か
る
考
慮
を
可
能
と
す
る
解
釈
に
舵
を
切
っ
た
た
め
、
事
実
上
の
適
用
除
外
の
創
出
も
首
肯
で
き
る
、
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と
い
う
法
的
理
解
が
あ
）
157
（
る
。

　

も
っ
と
も
、
上
級
委
の
判
断
に
批
判
的
な
従
来
の
議
論
は
、
こ
の
点
に
対
す
る
反
論
を
特
に
し
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
本
稿
は
、

ま
ず
、
対
照
的
な
利
益
の
解
釈
そ
れ
ぞ
れ
の
位
置
づ
け
を
整
理
す
る
こ
と
に
よ
り
、
上
級
委
が
「
近
視
眼
的
な
」
解
釈
か
ら
脱
し
た
わ
け

で
は
な
く
、
市
場
創
設
的
介
入
論
を
支
え
う
る
解
釈
に
及
ん
で
い
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
次
に
、
本
稿
は
、
Ｓ
Ｃ
Ｍ
協
定
の
文
言

及
び
規
律
構
造
を
ふ
ま
え
、
利
益
分
析
の
文
脈
に
お
け
る
市
場
の
失
敗
の
考
慮
を
可
能
と
す
る
解
釈
が
採
用
さ
れ
え
な
い
こ
と
を
論
ず
る
。

も
っ
て
、
本
稿
は
、
市
場
創
設
的
介
入
論
へ
の
批
判
を
一
層
説
得
的
に
し
た
い
。

1　

対
照
的
な
解
釈
そ
れ
ぞ
れ
の
位
置
づ
け

　

先
述
し
た
通
り
、
市
場
創
設
的
介
入
論
を
擁
護
す
る
者
は
、
上
級
委
が
利
益
に
関
し
て
「
近
視
眼
的
な
」
解
釈
を
避
け
た
、
と
評
価
す

る
。
問
題
の
解
釈
は
、
利
益
を
、
補
助
金
該
当
性
が
疑
わ
れ
て
い
る
資
金
的
貢
献
が
市
場
に
お
け
る
同
種
の
取
引
よ
り
も
条
件
面
で
受
け

手
を
優
遇
し
て
い
る
状
態
と
し
て
理
解
す
る
も
の
で
あ
）
158
（

る
。
資
金
的
貢
献
自
体
の
条
件
優
遇
を
も
っ
て
利
益
が
存
在
す
る
以
上
、
当
該
解

釈
の
下
で
は
、
資
金
的
貢
献
が
そ
の
受
け
手
の
生
産
の
次
元
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
効
果
を
も
た
ら
す
か
、
ま
で
は
判
別
さ
れ
な
）
159
（
い
。
し

た
が
っ
て
、
一
つ
目
の
解
釈
で
は
、
資
金
的
貢
献
抜
き
で
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
生
産
上
の
優
位
が
、
他
の
政
府
の
作
為
又
は
不
作
為
に
よ

る
生
産
上
の
劣
位
で
相
殺
さ
れ
て
い
る
か
否
か
も
見
分
け
ら
れ
な
）
160
（
い
。
結
果
と
し
て
、
こ
こ
に
い
う
生
産
上
の
劣
位
が
市
場
の
失
敗
に
由

来
し
、
そ
れ
を
矯
正
す
る
資
金
的
貢
献
が
行
わ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
一
つ
目
の
解
釈
で
は
、
利
益
な
い
し
補
助
金
は
存
在
す
る
こ
と
と

な
る
。
つ
ま
り
、
市
場
の
失
敗
を
矯
正
す
る
政
府
介
入
す
ら
捕
捉
さ
れ
）
161
（

る
。

　

そ
こ
で
別
途
、
市
場
の
失
敗
の
考
慮
を
可
能
に
す
る
も
の
と
し
て
、
利
益
を
、
資
金
的
貢
献
の
受
け
手
が
得
る
ネ
ッ
ト
の
「
競
争
優
位

（com
petitive advantage

）」
と
捉
え
る
解
釈
が
構
想
さ
れ
）
162
（

る
。

　

競
争
優
位
と
は
、
資
金
的
貢
献
の
受
け
手
た
る
生
産
者
に
お
い
て
、
製
品
一
単
位
当
た
り
を
追
加
で
製
造
す
る
た
め
の
費
用
（
限
界
費
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用
）
が
、
資
金
的
貢
献
の
な
い
場
合
よ
り
低
下
す
る
状
況
を
い
）
163
（
う
。
競
争
者
に
影
響
を
及
ぼ
す
価
格
の
引
き
下
げ
や
産
出
量
の
増
大
と

い
っ
た
生
産
者
の
行
動
変
容
が
限
界
費
用
の
変
動
に
左
右
さ
れ
る
と
こ
）
164
（

ろ
、
そ
の
低
下
を
指
す
競
争
優
位
は
、
あ
る
国
で
資
金
的
貢
献
を

受
け
た
生
産
者
と
別
の
国
の
生
産
者
の
間
に
お
け
る
国
際
競
争
を
歪
め
る
前
提
と
な
）
165
（
る
。
二
つ
目
の
利
益
の
解
釈
に
お
け
る
競
争
優
位
の

参
照
は
、
そ
の
点
を
意
識
し
て
の
こ
と
と
い
え
る
。

　

も
っ
と
も
、
外
国
に
お
け
る
政
府
介
入
が
当
該
国
の
生
産
者
の
限
界
費
用
を
下
げ
て
お
り
、
資
金
的
貢
献
が
行
わ
れ
た
国
の
生
産
者
の

競
争
優
位
が
相
殺
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
）
166
（
る
。
ま
た
、
資
金
的
貢
献
が
行
わ
れ
た
国
の
他
の
政
府
介
入
が
、
当
該
国
の
生
産
者
を
限
界
費

用
の
面
で
不
利
な
状
況
に
置
い
て
お
り
、
同
様
に
相
殺
が
生
じ
て
い
る
場
合
が
あ
）
167
（

る
。
特
に
後
者
の
具
体
例
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
Ｆ

Ｉ
Ｔ
制
度
を
素
材
に
し
て
み
よ
う
。
同
制
度
で
発
電
事
業
へ
の
新
規
参
入
の
途
が
拓
か
れ
る
と
し
て
も
、
新
規
参
入
者
は
、
再
生
可
能
エ

ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
と
い
う
制
度
上
の
条
件
に
対
応
す
る
た
め
、
相
対
的
に
高
い
発
電
費
用
の
負
担
を
一
般
に
強
い
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
、

Ｆ
Ｉ
Ｔ
制
度
に
よ
る
競
争
優
位
が
既
存
の
発
電
業
者
と
の
費
用
差
に
よ
っ
て
相
殺
さ
れ
る
状
況
が
考
え
ら
れ
）
168
（
る
。
さ
ら
に
、
従
来
型
電
源

の
使
用
に
関
し
て
歴
史
的
に
政
府
介
入
が
著
し
か
っ
た
、
と
仮
定
し
よ
う
。
こ
の
状
況
で
は
、
従
来
型
電
源
に
よ
る
発
電
業
者
と
の
相
対

的
な
関
係
で
再
生
可
能
電
力
の
発
電
業
者
が
劣
位
に
あ
り
、
ゆ
え
に
、
Ｆ
Ｉ
Ｔ
制
度
が
ネ
ッ
ト
の
競
争
優
位
を
も
た
ら
さ
な
い
、
と
い
う

シ
ナ
リ
オ
が
想
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
）
169
（

る
。

　

Ｆ
Ｉ
Ｔ
制
度
の
例
に
み
る
競
争
優
位
が
相
殺
さ
れ
る
シ
ナ
リ
オ
は
、
環
境
保
護
の
費
用
が
内
部
化
さ
れ
ず
保
護
が
す
す
ま
な
い
負
の
外

部
性
の
問
題
、
す
な
わ
ち
、
市
場
の
失
敗
を
是
正
す
る
た
め
の
政
府
介
入
が
行
わ
れ
る
場
面
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
利
益
を
ネ
ッ
ト
の
競

争
優
位
と
捉
え
る
二
つ
目
の
解
釈
は
、
実
態
と
し
て
政
府
介
入
の
政
策
目
的
を
鑑
み
て
利
益
な
い
し
補
助
金
の
存
在
を
否
定
し
、
も
っ
て

Ｓ
Ｃ
Ｍ
協
定
の
適
用
を
回
避
し
う
る
。
つ
ま
り
、
当
該
解
釈
は
、
事
実
上
の
適
用
除
外
を
創
出
し
う
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
整
理
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
た
し
か
に
、
利
益
の
二
つ
目
の
解
釈
は
、
市
場
創
設
的
介
入
論
を
支
え
う
る
、
と
明
ら
か
に
な
る
。
し

か
し
、
同
時
に
判
明
す
る
の
は
、
本
件
の
上
級
委
が
と
っ
た
の
は
、
一
つ
目
の
「
近
視
眼
的
な
」
解
釈
で
あ
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
上



WTO補助金規律における利益要件の下での市場創設的介入論

65

級
委
は
、
利
益
を
資
金
的
貢
献
の
条
件
優
遇
と
捉
え
る
パ
ネ
ル
の
解
釈
に
誤
り
を
認
め
て
お
ら
）
170
（
ず
、
そ
の
経
緯
か
ら
一
つ
目
の
解
釈
が
と

ら
れ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
本
件
の
上
級
委
が
市
場
の
失
敗
の
考
慮
を
可
能
に
す
る
よ
う
利
益
を
解
釈
し
た
と
理
解
し
、

事
実
上
の
適
用
除
外
の
創
出
を
正
当
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

2　

Ｓ
Ｃ
Ｍ
協
定
の
文
言
及
び
規
律
構
造

　

そ
れ
で
は
、
現
実
と
は
異
な
る
も
の
の
、
本
件
の
上
級
委
は
、
市
場
創
設
的
介
入
論
を
支
え
う
る
「
利
益
」
の
解
釈
を
と
る
こ
と
が
で

き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

ま
ず
、
こ
の
よ
う
な
選
択
肢
は
、
Ｓ
Ｃ
Ｍ
協
定
第
一
．
一
条
⒝
の
文
言
及
び
文
脈
か
ら
と
り
え
な
い
。
Ｓ
Ｃ
Ｍ
協
定
第
一
．
一
条
⒝
は
、

資
金
的
貢
献
「
に
よ
っ
て
利
益
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
。（a benefit is thereby conferred.

）」
と
現
在
形
で
表
記
し
、
資
金
的
貢
献
と
利

益
が
同
時
に
生
ず
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
さ
ら
に
、
文
脈
と
し
て
の
Ｓ
Ｃ
Ｍ
協
定
第
一
四
条
の
柱
書
は
、
利
益
を
生
産
で
は
な
く
「
補
助

金
を
受
け
る
者
に
与
え
ら
れ
る
」
も
の
と
言
及
す
る
。
そ
の
う
え
、
同
条
⒜
な
い
し
⒟
は
、
そ
れ
ぞ
れ
出
資
、
貸
付
け
、
債
務
保
証
及
び

物
品
若
し
く
は
役
務
の
提
供
又
は
物
品
の
購
入
の
形
で
の
資
金
的
貢
献
が
、
同
種
取
引
の
市
場
条
件
と
の
対
比
で
受
け
手
に
と
っ
て
ど
の

程
度
有
利
な
条
件
で
行
わ
れ
る
の
か
、
と
い
う
観
点
で
利
益
を
計
算
す
る
よ
う
指
針
を
定
め
る
。
以
上
の
文
言
及
び
文
脈
に
鑑
み
れ
ば
、

利
益
を
、
資
金
的
貢
献
の
時
点
で
そ
の
受
け
手
が
得
る
市
場
条
件
対
比
の
条
件
優
遇
と
し
て
捉
え
る
ほ
か
な
）
171
（
い
。

　

さ
ら
に
、
こ
う
し
た
解
釈
は
、
Ｓ
Ｃ
Ｍ
協
定
の
規
律
構
造
か
ら
も
裏
づ
け
ら
れ
る
。
仮
に
Ｓ
Ｃ
Ｍ
協
定
が
、
資
金
的
貢
献
の
受
け
手
の

属
す
る
取
引
段
階
の
競
争
条
件
の
み
に
関
心
を
も
つ
な
ら
ば
、
ま
た
、
文
言
の
制
約
を
措
け
ば
、
利
益
な
い
し
補
助
金
が
存
在
す
る
た
め

に
競
争
優
位
ま
で
求
め
る
余
地
は
生
じ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
同
協
定
は
、
補
助
金
受
領
者
よ
り
川
上
の
生
産
者
間
の
競
争
歪
曲

に
も
対
処
す
る
。
す
な
わ
ち
、
本
件
で
も
問
題
と
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
Ｓ
Ｃ
Ｍ
協
定
第
三
．
一
条
⒝
は
、
国
産
品
の
優
先
使
用
を
条
件
に

交
付
さ
れ
る
補
助
金
を
禁
止
し
、
補
助
金
の
受
益
者
に
投
入
財
を
供
給
す
る
生
産
者
間
の
国
際
競
争
の
歪
曲
に
も
対
処
す
）
172
（
る
。
こ
の
場
合
、
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資
金
的
貢
献
の
受
け
手
が
競
争
優
位
を
得
る
必
要
は
な
く
、
単
に
資
金
的
貢
献
の
条
件
優
遇
と
い
う
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
与
え
ら
れ
て
い

れ
ば
よ
い
。
む
し
ろ
、
補
助
金
が
存
在
す
る
た
め
に
競
争
優
位
が
生
じ
て
い
る
必
要
が
あ
れ
ば
、
国
産
品
の
優
先
使
用
を
条
件
に
交
付
さ

れ
る
補
助
金
を
禁
止
す
る
規
律
の
適
用
範
囲
は
、
過
度
に
狭
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
し
た
帰
結
を
防
ぐ
観
点
か
ら
も
、
利
益
の
存
在
に

競
争
優
位
ま
で
求
め
る
必
要
は
な
い
、
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
Ｓ
Ｃ
Ｍ
協
定
の
文
言
及
び
そ
の
規
律
構
造
に
照
ら
し
て
、
利
益
を
競
争
優
位
と
捉
え
る
解
釈
を
許
容
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
Ｓ
Ｃ
Ｍ
協
定
第
五
条
は
、
禁
止
さ
れ
な
い
補
助
金
が
同
協
定
の
適
用
を
受
け
る
た
め
の
効
果
要
件
で
あ
る
悪
影
響
を
、「
補
助

金
に
よ
っ
て
」
生
ず
る
も
の
と
定
め
る
。
そ
の
た
め
、
競
争
優
位
の
判
別
は
悪
影
響
の
検
討
の
文
脈
に
委
ね
る
の
が
筋
で
あ
ろ
）
173
（

う
。

　

本
件
の
上
級
委
は
、
そ
う
し
た
観
点
で
結
果
的
に
は
、
利
益
を
資
金
的
貢
献
の
単
な
る
条
件
優
遇
と
し
て
正
し
く
理
解
し
た
と
い
え
る

が
、
こ
れ
と
は
別
の
解
釈
の
下
で
こ
そ
許
容
さ
れ
る
市
場
の
失
敗
の
考
慮
に
及
ん
で
し
ま
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
上
級
委
の
判
断
は
、
大

き
く
批
判
さ
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。

五　

お
わ
り
に

　

カ
ナ
ダ
・
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
事
件
で
示
さ
れ
た
市
場
創
設
的
介
入
論
は
、
市
場
を
創
設
す
る
政
府
介
入
の
補
助
金
該
当
性
を
認
定

す
る
ハ
ー
ド
ル
を
高
め
、
事
実
上
の
適
用
除
外
を
生
み
出
す
も
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
一
定
の
環
境
補
助
金
を
正
当
化
し
た
Ｓ

Ｃ
Ｍ
協
定
第
八
条
が
失
効
し
、
か
つ
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
第
二
〇
条
の
適
用
可
能
性
も
否
定
的
に
捉
え
ら
れ
る
中
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
補
助
金
規
律
に
お
け
る

「
貿
易
と
環
境
」
問
題
を
解
決
す
る
策
と
し
て
、
一
部
の
論
者
か
ら
期
待
さ
れ
て
き
た
。

　

し
か
し
、
実
態
と
し
て
、
そ
れ
は
、
Ｓ
Ｃ
Ｍ
協
定
上
の
根
拠
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
補
助
金
（
利
益
）
の
評
価
の
文
脈
で
政
府
介

入
の
正
当
性
を
考
慮
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
市
場
創
設
的
介
入
論
と
相
互
補
完
的
な
関
係
に
あ
る
上
級
委
の
市
場
画
定
も
、
経
済
的
な
裏
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づ
け
を
欠
く
形
で
需
要
の
代
替
性
よ
り
も
供
給
の
代
替
性
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
り
、
許
容
し
が
た
か
っ
た
。
そ
う
し
た
従
来
の
議
論
に

加
え
て
、
本
稿
は
、
市
場
創
設
的
介
入
論
を
支
え
う
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
上
級
委
が
検
討
し
な
か
っ
た
利
益
の
学
説
上
の
解
釈
を
取
り
上

げ
、
こ
れ
が
Ｓ
Ｃ
Ｍ
協
定
の
文
言
及
び
規
律
構
造
に
照
ら
し
て
採
用
し
え
な
い
こ
と
を
論
じ
た
。

　

以
上
の
本
論
の
検
討
に
さ
ら
に
付
け
加
え
る
と
、
た
と
え
市
場
創
設
的
介
入
論
を
採
用
し
え
た
と
し
て
も
、
そ
こ
に
は
射
程
の
面
で
限

界
が
あ
る
。
ま
ず
、
こ
の
論
理
は
、
あ
く
ま
で
新
市
場
へ
の
支
援
に
つ
い
て
補
助
金
の
認
定
の
ハ
ー
ド
ル
を
高
く
す
る
も
の
に
す
ぎ
ず
、

す
で
に
政
府
が
一
定
の
手
を
加
え
て
い
る
市
場
に
一
層
の
介
入
を
加
え
る
場
合
に
は
妥
当
し
え
な
）
174
（
い
。

　

ま
た
、
市
場
創
設
的
介
入
論
は
、
資
金
的
貢
献
が
存
在
す
る
再
生
可
能
電
力
の
購
入
市
場
が
新
市
場
で
あ
る
、
と
い
う
状
況
で
繰
り
出

さ
れ
て
お
り
、
利
益
の
評
価
の
際
に
参
照
さ
れ
る
関
連
市
場
が
新
市
場
で
あ
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
）
175
（
る
。
そ
の
意
味
で
、
例
え
ば
、

再
生
可
能
電
力
の
投
入
財
の
生
産
者
に
対
す
る
貸
付
け
の
形
で
の
資
金
的
貢
献
（
Ｓ
Ｃ
Ｍ
協
定
第
一
．
一
条
⒜
⑴
ⅰ
）
が
問
題
と
な
る
場
合
、

関
連
市
場
（
金
融
市
場
）
と
支
援
対
象
の
新
産
業
（
再
生
可
能
電
力
の
投
入
財
分
野
）
が
一
致
し
な
い
た
め
、
事
実
上
の
適
用
除
外
は
見
込

め
な
）
176
（

い
。
事
実
上
の
適
用
除
外
は
、
政
府
が
も
っ
ぱ
ら
の
購
入
者
と
し
て
市
場
を
創
設
し
う
る
電
力
の
取
引
分
野
に
お
け
る
介
入
、
つ
ま

り
は
再
生
可
能
電
力
の
発
電
業
者
向
け
の
補
助
金
に
限
定
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
す
な
わ
ち
、
市
場
創
設
的
介
入
論
が
、
再
生
可
能
電
力
の

投
入
財
の
生
産
者
に
対
す
る
補
助
金
に
は
援
用
さ
れ
え
な
い
こ
と
を
意
味
す
）
177
（

る
。
す
で
に
、
Ｓ
Ｃ
Ｍ
協
定
第
五
部
に
も
と
づ
き
、
こ
の
種

の
補
助
金
を
受
け
た
生
産
者
か
ら
の
輸
入
に
対
し
て
相
殺
関
税
が
課
さ
れ
る
例
が
み
ら
れ
る
）
178
（
が
、
市
場
創
設
的
介
入
論
は
、
そ
れ
ら
を
制

御
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　

以
上
に
論
じ
た
射
程
の
狭
さ
と
い
う
観
点
か
ら
も
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
補
助
金
規
律
に
お
け
る
「
貿
易
と
環
境
」
問
題
の
解
決
策
と
し
て
市
場
創

設
的
介
入
論
に
期
待
を
寄
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

た
だ
し
、
本
稿
も
二
㈠
で
論
じ
た
通
り
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
補
助
金
規
律
に
お
け
る
「
貿
易
と
環
境
」
問
題
の
調
整
が
必
要
で
あ
る
、
と
い
う
問

題
意
識
自
体
は
市
場
創
設
的
介
入
論
の
擁
護
者
と
共
有
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
市
場
創
設
的
介
入
論
を
批
判
し
た
か
ら
に
は
、
代
替
的
に
い
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か
な
る
解
決
策
を
と
る
べ
き
か
、
を
論
ず
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
詳
細
な
検
討
は
本
稿
の
射
程
を
超
え
る
が
、
最
後

に
、
こ
の
議
論
に
有
用
と
思
わ
れ
る
既
存
の
研
究
な
い
し
本
論
の
い
く
つ
か
の
示
唆
を
挙
げ
た
い
。

　

第
一
に
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
補
助
金
規
律
に
お
け
る
「
貿
易
と
環
境
」
問
題
を
調
整
す
る
た
め
の
対
応
と
し
て
は
、
新
規
立
法
が
望
ま
れ
）
179
（
る
。
こ

れ
は
、
本
稿
が
焦
点
を
当
て
た
「
利
益
」
と
同
じ
く
、
他
の
要
件
で
も
、
政
府
介
入
の
正
当
性
の
評
価
を
盛
り
込
む
こ
と
が
要
件
の
趣
旨

に
反
す
る
た
め
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
補
助
金
の
他
方
の
構
成
要
件
で
あ
る
資
金
的
貢
献
は
、
Ｓ
Ｃ
Ｍ
協
定
第
一
．
一
条
⒜
に
挙
げ
ら
れ
る
政
府
措
置
以
外
を
補
助
金

の
範
囲
か
ら
外
す
機
能
を
果
た
す
が
、
そ
の
過
程
で
評
価
さ
れ
る
の
は
、
あ
く
ま
で
政
府
措
置
の
形
式
で
あ
）
180
（

る
。
補
助
金
が
Ｓ
Ｃ
Ｍ
協
定

の
対
象
と
な
る
た
め
に
必
要
な
特
定
性
（
同
協
定
第
二
条
）
も
、
補
助
金
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
制
限
を
指
す
概
念
に
す
ぎ
な
）
181
（
い
。
特
定
性
要

件
の
充
足
は
、
Ｓ
Ｃ
Ｍ
協
定
第
三
．
一
条
に
い
う
輸
出
の
条
件
及
び
国
産
品
優
先
使
用
の
条
件
（
禁
止
さ
れ
る
補
助
金
に
付
さ
れ
る
条
件
）

の
存
在
を
も
っ
て
代
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
存
否
の
検
討
で
も
補
助
金
の
正
当
性
の
評
価
は
介
在
し
な
）
182
（
い
。
禁
止
さ
れ
な
い
特
定
性
あ
る
補

助
金
が
規
律
を
受
け
る
た
め
の
効
果
要
件
と
し
て
は
、
悪
影
響
（
Ｓ
Ｃ
Ｍ
協
定
第
五
条
）
が
必
要
と
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
も
、
Ｓ
Ｃ
Ｍ

協
定
に
記
載
さ
れ
る
所
定
の
事
象
の
存
在
を
も
っ
て
決
定
さ
れ
る
た
め
、
悪
影
響
と
他
の
正
の
影
響
と
が
正
面
か
ら
比
較
衡
量
さ
れ
る
、

と
は
期
待
で
き
な
）
183
（

い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
既
存
の
Ｓ
Ｃ
Ｍ
協
定
の
要
件
の
下
で
政
府
介
入
の
正
当
性
が
評
価
さ
れ
る
余
地
は
乏
し
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
補

助
金
規
律
に
お
け
る
「
貿
易
と
環
境
」
問
題
の
調
整
の
た
め
に
は
、
Ｓ
Ｃ
Ｍ
協
定
に
例
外
条
項
を
挿
入
す
る
こ
と
が
選
択
肢
と
な
る
の
で

あ
る
。

　

第
二
に
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
加
盟
国
が
一
定
の
環
境
補
助
金
を
正
当
化
す
る
例
外
条
項
を
模
索
す
る
に
し
て
も
、
か
つ
て
効
力
を
有
し
た
Ｓ
Ｃ
Ｍ

協
定
第
八
条
を
そ
の
ま
ま
再
挿
入
す
る
こ
と
に
は
疑
問
が
も
た
れ
）
184
（

る
。

　

そ
の
背
景
は
、
ま
ず
、
Ｓ
Ｃ
Ｍ
協
定
第
八
条
で
正
当
化
さ
れ
て
い
た
環
境
補
助
金
が
「
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
一
回
限
り
の
措
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置
」
に
限
定
さ
れ
て
い
た
点
に
あ
）
185
（
る
。
例
え
ば
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
普
及
に
資
す
る
複
数
の
事
業
を
段
階
的
に
立
ち
上
げ
て
都
度

支
援
を
受
け
る
こ
と
は
、
不
可
能
と
な
っ
て
し
ま
い
、
適
用
除
外
の
射
程
は
限
ら
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
Ｓ
Ｃ
Ｍ
協
定
第
八
条

で
は
、
援
助
額
が
「
新
た
な
環
境
上
の
要
件
に
適
合
す
る
た
め
の
費
用
の
」
二
〇
％
以
下
に
制
限
さ
れ
て
お
り
、
二
〇
％
超
の
費
用
を
補

塡
し
つ
つ
も
高
い
気
候
変
動
対
策
の
効
果
を
有
す
る
補
助
金
は
正
当
化
さ
れ
な
）
186
（

い
。
さ
ら
に
、「
援
助
が
新
た
な
設
備
又
は
生
産
工
程
を

採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
す
べ
て
の
企
業
に
と
っ
て
利
用
可
能
な
も
の
」
に
限
定
さ
れ
る
結
果
、
支
援
対
象
を
絞
り
込
ん
だ
再
生
可
能
エ

ネ
ル
ギ
ー
補
助
金
を
正
当
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
）
187
（
る
。
加
え
て
、
Ｓ
Ｃ
Ｍ
協
定
第
八
条
の
下
、
正
当
化
さ
れ
る
補
助
金
は
、
新
た
な

環
境
基
準
に
対
応
す
る
た
め
の
「
既
存
の
施
設
」
の
刷
新
時
に
交
付
さ
れ
る
も
の
に
限
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
よ
り
、「
既
存
の
施
設
」

と
の
連
続
性
を
も
た
な
い
新
た
な
施
設
の
導
入
、
又
は
そ
う
し
た
施
設
を
用
い
た
事
業
に
新
規
参
入
す
る
者
へ
の
支
援
が
正
当
化
さ
れ
な

い
こ
と
も
懸
念
さ
れ
る
。

　

カ
ナ
ダ
・
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
事
件
で
示
さ
れ
た
市
場
創
設
的
介
入
論
は
、
市
場
を
創
設
す
る
介
入
し
か
正
当
化
し
な
か
っ
た
点
で

課
題
を
抱
え
て
い
）
188
（

た
。
Ｓ
Ｃ
Ｍ
協
定
第
八
条
も
、
そ
れ
と
は
異
な
る
観
点
で
あ
る
が
、
射
程
に
関
す
る
問
題
を
孕
む
。
よ
っ
て
、
こ
れ
を

そ
の
ま
ま
再
挿
入
す
る
こ
と
は
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
補
助
金
規
律
に
お
け
る
「
貿
易
と
環
境
」
問
題
を
広
く
解
決
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
、
と
思

わ
れ
る
。

　

第
三
に
、
Ｓ
Ｃ
Ｍ
協
定
に
固
有
の
例
外
条
項
の
挿
入
の
代
わ
り
に
、
同
協
定
へ
の
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
第
二
〇
条
の
適
用
可
能
性
を
認
め
る
条
項

の
挿
入
が
考
え
ら
れ
る
）
189
（
が
、
こ
れ
に
も
以
下
の
課
題
が
あ
る
。

　

ま
ず
、
総
論
と
し
て
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
補
助
金
が
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
第
二
〇
条
各
号
に
記
載
さ
れ
る
政
策
目
的
を
有
す
る
、
と
認
め
ら

れ
な
い
可
能
性
が
挙
げ
ら
れ
）
190
（
る
。
と
い
う
の
は
、
世
界
金
融
危
機
後
の
経
済
政
策
の
一
環
で
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
分
野
へ
の
支
援
が
行

わ
れ
た
よ
う
に
、
環
境
保
護
だ
け
で
な
く
、
国
内
の
経
済
成
長
の
目
的
も
介
在
す
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
で
あ
）
191
（

る
。
環
境
規
制
は
も
と
よ

り
、
そ
れ
を
遵
守
す
る
た
め
の
製
品
の
導
入
は
、
生
産
者
に
と
っ
て
そ
も
そ
も
費
用
を
伴
う
。
よ
っ
て
、
環
境
政
策
の
遂
行
上
、
生
産
者
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の
政
治
的
支
持
の
確
保
は
欠
か
せ
ず
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
補
助
金
も
、
そ
う
し
た
背
景
で
政
治
的
に
要
請
さ
れ
る
こ
と
が
多
）
192
（
い
。
こ

の
結
果
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
補
助
金
が
、
環
境
保
護
を
目
的
と
す
る
と
は
位
置
づ
け
ら
れ
な
い
場
合
は
あ
り
う
る
。
そ
し
て
、
そ
の

場
合
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
第
二
〇
条
に
よ
る
正
当
化
は
叶
わ
な
く
な
）
193
（
る
。

　

ま
た
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
第
二
〇
条
⒢
に
よ
る
正
当
化
を
模
索
す
る
際
に
は
、
同
条
項
の
「
こ
の
措
置
が
国
内
の
生
産
又
は
消
費
に
対
す
る
制

限
と
関
連
し
て
実
施
さ
れ
る
場
合
に
限
る
」
と
い
う
要
件
が
障
壁
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
補
助
金
は
、
国
内
の
生

産
又
は
消
費
を
喚
起
す
る
た
め
、
性
質
上
⒢
に
該
当
せ
ず
、
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
な
い
懸
念
が
あ
）
194
（
る
。

　

さ
ら
に
、
貿
易
を
歪
め
つ
つ
拡
大
す
る
類
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
補
助
金
に
つ
い
て
は
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
第
二
〇
条
⒜
及
び
⒝
の
下
で
の

検
討
が
複
雑
に
な
）
195
（
る
。
従
来
、
上
級
委
は
、
数
量
制
限
の
よ
う
な
措
置
の
正
当
化
可
否
の
検
討
を
念
頭
に
置
き
、
⒜
及
び
⒝
に
い
う
必
要

性
に
関
し
て
、
措
置
の
貿
易
制
限
性
と
正
当
な
政
策
へ
の
貢
献
度
を
比
較
衡
量
す
る
判
断
枠
組
み
を
形
成
し
て
き
）
196
（

た
。
し
か
し
、
再
生
可

能
エ
ネ
ル
ギ
ー
補
助
金
が
関
わ
る
事
案
に
お
け
る
必
要
性
審
査
で
は
、
補
助
金
に
よ
る
貿
易
拡
大
効
果
を
ど
う
評
価
す
る
か
、
が
課
題
と

な
）
197
（

る
。

　

以
上
の
示
唆
に
鑑
み
れ
ば
、
市
場
創
設
的
介
入
論
に
代
わ
る
立
法
論
で
は
、
従
来
の
例
外
条
項
に
と
ら
わ
れ
な
い
発
想
が
必
要
と
な
）
198
（
る
。

そ
の
点
を
ふ
ま
え
た
さ
ら
な
る
議
論
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
1
）  

本
稿
中
の
条
約
の
日
本
語
訳
は
、
特
に
断
り
の
な
い
限
り
、
日
本
政
府
の
公
定
訳
に
も
と
づ
く
。

（
2
）  

例
え
ば
、
高
島
忠
義
「
貿
易
レ
ジ
ー
ム
と
環
境
レ
ジ
ー
ム
の
交
錯
：
機
能
的
な
分
立
か
ら
緩
や
か
な
統
合
へ
」
国
際
法
外
交
雑
誌
一
〇
七
巻
二

号
四
一
頁
、
六
二
頁
（
二
〇
〇
八
年
）
を
参
照
。

（
3
）  

例
え
ば
、
高
島
・
前
掲
注
（
2
）
六
二
―
六
四
頁
を
参
照
。

（
4
）  M

ark W
u &
 Jam

es Salzm
an, The N

ext G
eneration of Trade and Environm

ent Conflicts: The Rise of G
reen Industrial Policy, 

108 N
w. U. L. R

ev. 401, 403 -05 （2014

）.
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（
5
）  

本
稿
二
㈠
を
参
照
。

（
6
）  W

u &
 Salzm

an, supra note 4, at 404 -05, 417, 419 -26.
（
7
）  Id. at 452.

（
8
）  
本
稿
二
㈡
１
を
参
照
。

（
9
）  
本
稿
二
㈡
２
を
参
照
。

（
10
）  W

u &
 Salzm

an, supra note 4, at 451 -54.

（
11
）  Panel Reports, Canada ‒ Certain M

easures A
ffecting the Renewable Energy G

eneration Sector / Canada ‒ M
easures Relating 

to the Feed-in Tariff Program
, 

¶¶3. 1 -. 7, W
TO
 D
oc. W

T/D
S412/R / W

T/D
S426/R 

（adopted M
ay 24, 2013

） ﹇hereinafter  
Canada ‒ Renew

able Energy Panel Reports

﹈.

（
12
）  Id. 

¶7. 243; Appellate Body Reports, Canada ‒ Certain M
easures A

ffecting the Renewable Energy G
eneration Sector / Cana-

da ‒ M
easures Relating to the Feed-in Tariff Program

, 

¶5. 128, W
TO
 D
oc. W

T/D
S412/AB/R / W

T/D
S426/AB/R 

（adopted 
M
ay 24, 2013

） ﹇hereinafter Canada ‒ Renew
able Energy Appellate Body Reports

﹈.

（
13
）  

こ
の
用
法
は
、
東
條
吉
純
「
禁
止
補
助
金
の
『
利
益
』
に
関
す
る
『
市
場
』
概
念
と
そ
の
相
殺
関
税
調
査
へ
の
示
唆
」
国
際
商
事
法
務
四
五
巻

一
号
七
三
頁
、
七
七
頁
（
二
〇
一
七
年
）
に
も
と
づ
く
。

（
14
）  Canada ‒ Renew

able Energy Appellate Body Reports, supra note 12, 

¶5. 188.

（
15
）  Id. 

¶¶5. 175, 5. 190, 5. 246.

（
16
）  

本
稿
注
（
99
）、（
180
）
及
び
（
182
）
並
び
に
本
文
対
応
箇
所
を
参
照
。

（
17
）  

本
稿
注
（
181
）
及
び
（
183
）
並
び
に
本
文
対
応
箇
所
を
参
照
。

（
18
）  

本
稿
四
㈡
及
び
㈢
の
学
説
の
整
理
を
参
照
。

（
19
）  

本
稿
注
（
155
）
及
び
（
157
）
並
び
に
本
文
対
応
箇
所
を
参
照
。

（
20
）  Alan O. Sykes, The Q

uestionable Case for Subsidies Regulation: A
 Com

parative Perspective, 2 J. L
eg

aL a
N

aLysis 473, 502 -03 

（2010

）.

（
21
）  See iN

t

’L e
N

eRg
y a

g
eN

cy ﹇IEA

﹈, w
o

RLd e
N

eRg
y o

U
tLo

o
k 2022 162 （2022

）.

（
22
）  

電
力
部
門
の
化
石
燃
料
使
用
に
伴
う
Ｃ
Ｏ
２
排
出
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
関
連
の
そ
れ
の
約
三
六
％
で
、
他
の
部
門
よ
り
多
い
。See id. at 72, 
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125 -26.

（
23
）  Id. at 72 -73.

（
24
）  

日
本
の
取
組
の
概
況
は
、
経
済
産
業
省
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
＝
環
境
省
『
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
事
業
支
援
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
（
令
和
四
年
度

版
）』
二
六
、
一
〇
八
―
七
〇
頁
（
二
〇
二
二
年
）
を
参
照
。

（
25
）  d

o
m

iN
ic c

o
ppeN

s, w
to

 d
isc

ipLiN
es o

N s
U

bsid
ies a

N
d c

o
U

N
teRva

iLiN
g m

ea
sU

Res: b
a

La
N

c
iN

g p
o

Lic
y s

pa
c

e a
N

d L
eg

a
L  

c
o

N
stRaiN

ts 495 -96 

（2014

）. 

支
援
対
象
の
産
業
に
着
目
し
、
再
生
可
能
電
力
の
発
電
業
者
向
け
の
補
助
金
と
投
入
財
の
生
産
者
向
け
の
そ
れ

の
二
類
型
に
分
け
る
者
も
い
る
。Ilaria Espa &

 G
racia M

arín D
urán, Renewable Energy Subsidies and W

TO
 Law: Tim

e to Rethink 
the Case for Reform

 Beyond Canada ‒ Renewable Energy / Fit Program
, 21 J. iN

t

’L e
co

N. L. 621, 625 

（2018

）. See also Luca 
Rubini, A

SCM
 D
isciplines and Recent W

TO
 Case Law D

evelopm
ents: W

hat Space for 

‘Green

’ Subsidies?, in iN
teRN

atio
N

aL 
t

Rad
e iN s

U
staiN

abLe e
LectRicity: R

eg
U

Lato
Ry c

h
aLLeN

g
es iN iN

teRN
atio

N
aL e

co
N

o
m

ic L
aw 311, 314 -16 

（Thom
as Cottier &

  
Ilaria Espa eds., 2017

）.

（
26
）  c

o
ppeN

s, supra note 25, at 495 -96.

（
27
）  Id. at 495.

（
28
）  Id. at 496.

（
29
）  See, e. g., W

u &
 Salzm

an, supra note 4, at 417; Bradly J. Condon, D
isciplining Clean Energy Subsidies to Speed the Transi-

tion to a Low-Carbon W
orld, 51 J. w

o
RLd t

Rad
e 675, 679 （2017

）.

（
30
）  c

Lim
ate c

h
aN

g
e 2007: m

itig
atio

N o
f c

Lim
ate c

h
aN

g
e: w

o
RkiN

g g
Ro

U
p

Ⅲc
o

N
tRibU

tio
N to th

e f
o

U
Rth a

ssessm
eN

t R
epo

Rt 
o

f th
e iN

teRg
o

v
eRN

m
eN

taL p
aN

eL o
N c

Lim
ate c

h
aN

g
e 760 -62 （Bert M

etz et al. eds., 2007

）.

（
31
）  

議
論
の
整
理
と
し
て
、
例
え
ば
、W

TO, w
o

RLd t
Rad

e R
epo

Rt 2006: e
xpLo

RiN
g th

e L
iN

ks b
etw

eeN s
U

bsid
ies, t

Rad
e aN

d th
e 

w
to
 99 -104 （2006

） 

を
参
照
。

（
32
）  See Luca Rubini, A

in

’t W
astin

’ Tim
e N
o M
ore: Subsidies for Renewable Energy, the SCM

 A
greem

ent, Policy Space, and Law 
Reform

, 15 J. iN
t

’L e
co

N. L. 525, 578 （2012

）; Aaron Cosbey &
 Petros C. M

avroidis, A
 Turquoise M

ess: G
reen Subsidies, Blue  

Industrial Policy and Renewable Energy: The Case for Redrafting the Subsidies A
greem

ent of the W
TO, 17 J. iN

t

’L e
co

N. L. 11, 
12 

（2014

）; Steve Charnovitz &
 Carolyn Fischer, Canada ‒ Renew

able Energy: Im
plications for W

TO
 Law

 on G
reen and  
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N
ot-So-G

reen Subsidies, 14 w
o

RLd t
Rad

e R
ev. 177, 206 （2015

）; H
enok Asm

elash, The First Ten Years of W
TO
 Jurisprudence 

on Renewable Energy Support M
easures: H

as the D
ust Settled Yet?, 21 w

o
RLd t

Rad
e R

ev. 455, 474 （2022

）.
（
33
）  

本
稿
注
（
3
）
及
び
本
文
対
応
箇
所
を
参
照
。

（
34
）  Asm

elash, supra note 32, at 456, 458.
（
35
）  
こ
の
問
題
の
背
景
は
、
村
瀬
信
也
「
国
際
法
の
『
断
片
化
』
と
国
際
経
済
法
」
日
本
国
際
経
済
法
学
会
創
立
二
〇
周
年
記
念
『
国
際
経
済
法
講

座
Ⅰ
：
通
商
・
投
資
・
競
争
』
二
三
頁
、
二
七
―
三
一
頁
（
法
律
文
化
社
、
二
〇
一
二
年
）
を
参
照
。

（
36
）  Kati Kulovesi, Real or Im

agined Controversies? A
 Clim

ate Law Perspective on the G
rowing Links Between the International 

Trade and Clim
ate Change Regim

es, 6 t
Rad

e L. &
 d

ev. 55, 57 -59 （2014

）; Reem
 Anw

ar Ahm
ed Raslan, G

reen Subsidies and 
W
TO
 Trade Rules: A

 

‘Conflict of Values

’ or A
 

‘Conflict of N
orm
s

’?, 52 J. w
o

RLd t
Rad

e 917, 935 -36 （2018

）.

（
37
）  

松
下
満
雄
「
一
般
的
例
外
：
解
説
」
松
下
満
雄
ほ
か
編
著
『
ケ
ー
ス
ブ
ッ
ク
Ｗ
Ｔ
Ｏ
法
』
一
三
〇
頁
、
一
三
一
頁
（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
九
年
）

に
倣
い
、
本
稿
も
、
“arbitrary
” の
訳
を
公
定
訳
の
「
任
意
の
」
か
ら
「
恣
意
的
な
」
に
正
す
。

（
38
）  E. g., m

itsU
o m

atsU
sh

ita et aL., t
h

e w
o

RLd t
Rad

e o
Rg

aN
izatio

N: L
aw, p

Ractice, aN
d p

o
Licy 724 -29 （3d ed. 2015

）.

（
39
）  Panel Reports, Brazil ‒ Certain M

easures Concerning Taxation and Charges, 

¶7. 905, W
TO
 D
oc. W

T/D
S472/R / W

T/
D
S497/R （adopted Jan. 11, 2019

）.

（
40
）  Appellate Body Report, U

nited States ‒ Im
port Prohibition of Certain Shrim

p and Shrim
p Products, 

¶128, W
TO
 D
oc. W

T/
D
S58/AB/R （adopted N

ov. 6, 1998

）.

（
41
）  m

atsU
sh

ita et aL., supra note 38, at 725.

（
42
）  Panel Reports, European Com

m
unities ‒ M

easures Prohibiting the Im
portation and M

arketing of Seal Products, 

¶¶7. 381, 
7. 410, 7. 631, W

TO
 D
oc. W

T/D
S400/R / W

T/D
S401/R （adopted June 18, 2014

）.

（
43
）  Robert H

ow
se, Clim

ate M
itigation Subsidies and the W

TO
 Legal Fram

ework: A
 Policy A

nalysis 18 

（International Institute 
for Sustainable D

evelopm
ent, 2010

）.

（
44
）  E. g., Appellate Body Report, A

rgentina ‒ Safeguard M
easures on Im

ports of Footwear, 

¶81, W
TO
 D
oc. W

T/D
S121/AB/R 

（adopted Jan. 12, 2000

）.

（
45
）  See Rubini, supra note 32, at 562; D

anielle Spiegel Feld &
 Stephanie Sw

itzer, W
hither A

rticle XX? Regulatory A
utonom

y 
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U
nder N

on-G
ATT A

greem
ents A

fter China ‒ Raw M
aterials, 38 y

aLe J. iN
t

’L L. o
N

LiN
e 16, 20 （2012

）.

（
46
）  Rubini, supra note 32, at 562; Feld &

 Sw
itzer, supra note 45, at 20 -21; Condon, supra note 29, at 686.

（
47
）  Feld &

 Sw
itzer, supra note 45, at 28.

（
48
）  W

TO, Protocol on the A
ccession of the People

’s Republic of China, W
TO
 D
oc. W

T/L/432 

（N
ov. 23, 2001

）. 

日
本
語
訳
は
、
Ｗ

Ｔ
Ｏ
（
経
済
産
業
省
監
修
、
荒
木
一
郎
＝
西
忠
雄
訳
）『
全
訳
中
国
Ｗ
Ｔ
Ｏ
加
盟
文
書
』
四
〇
―
六
七
頁
（
蒼
蒼
社
、
二
〇
〇
三
年
）
に
も
と
づ

く
。

（
49
）  Appellate Body Report, China ‒ M

easures A
ffecting Trading Rights and D

istribution Services for Certain Publications and 
A
udiovisual Entertainm

ent Products, 

¶¶216 -233, W
TO
 D
oc. W

T/D
S363/AB/R （adopted Jan. 19, 2010

）.

（
50
）  Appellate Body Reports, China ‒ M

easures Related to the Exportation of Various Raw M
aterials, 

¶¶278 -307, W
TO
 D
oc. 

W
T/D
S394/AB/R / W

T/D
S395/AB/R / W

T/D
S398/AB/R （adopted Feb. 22, 2012

）.

（
51
）  Appellate Body Reports, China ‒ M
easures Related to the Exportation of Rare Earths, Tungsten, and M

olybdenum
, 

¶5. 74, 
W
TO
 D
oc. W

T/D
S431/AB/R / W

T/D
S432/AB/R / W

T/D
S433/AB/R （adopted Aug. 29, 2014

）.

（
52
）  See c

o
ppeN

s, supra note 25, at 193.

（
53
）  Id.; Condon, supra note 29, at 687 -88; Feld &

 Sw
itzer, supra note 45, at 29.

（
54
）  c

o
ppeN

s, supra note 25, at 193 -94; Condon, supra note 29, at 687; Feld &
 Sw
itzer, supra note 45, at 29. See also Rolf H

. 
W
eber &

 Rika Koch, International Trade Law Challenges by Subsidies for Renewable Energy, 49 J. w
o

RLd t
Rad

e 757, 777 -78 

（2015

）.

（
55
）  c

o
ppeN

s, supra note 25, at 193 -94; Condon, supra note 29, at 687 -90; Feld &
 Sw
itzer, supra note 45, at 28 -30. See also 

W
TO, supra note 31, at 201; W

eber &
 Koch, supra note 54, at 777 -78.

（
56
）  Condon, supra note 29, at 680.

（
57
）  Id.

（
58
）  Canada ‒ Renew

able Energy Panel Reports, supra note 11, 
¶¶7. 65, 7. 280.

（
59
）  Id.

（
60
）  Id. 

¶7. 64.
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（
61
）  Id. 

¶¶7. 64, 7. 68.

（
62
）  Id. 

¶¶7. 66, 7. 68. 

前
者
の
対
象
は
、
小
規
模
の
住
宅
、
農
家
及
び
事
業
所
だ
っ
た
。

（
63
）  Id. 

¶7. 64.
（
64
）  Id. 

¶¶3. 1 -. 6.
（
65
）  
本
件
で
は
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
第
三
条
四
項
及
び
Ｔ
Ｒ
Ｉ
Ｍ
ｓ
協
定
第
二
条
一
項
違
反
が
認
め
ら
れ
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
第
二
〇
条
の
援
用
は
争
点
化
し
な
か
っ

た
。Id. 
¶¶8. 2, 8. 6; Canada ‒ Renew

able Energy Appellate Body Reports, supra note 12, 

¶6. 1.

（
66
）  Canada ‒ Renew

able Energy Panel Reports, supra note 11, 

¶7. 243. 

（
67
）  Id. 

¶7. 250.

（
68
）  Id. 

¶7. 251.

（
69
）  Id.

（
70
）  Id. 

¶7. 255.

（
71
）  Id. 

¶¶7. 252, 7. 255.

（
72
）  Id. 

¶¶7. 259 -.263.

（
73
）  Id. 

¶7. 271.

（
74
）  Id. 

¶7. 272.

（
75
）  Id.

（
76
）  Id. 

¶¶7. 274 -.275 

（citing Appellate Body Report, U
nited States ‒ Final Countervailing D

uty D
eterm

ination with Respect to 
Certain Softwood Lum

ber from
 Canada, 

¶¶87, 93, W
TO
 D
oc. W

T/D
S257/AB/R 

（adopted Feb. 17, 2004

） ﹇hereinafter U
S ‒ 

Softw
ood Lum

ber IV
 Appellate Body Report

﹈）.

（
77
）  Id. 

¶¶7. 276 -.302, 7. 308 -.309, 7. 311 -.312, 7. 316 -.317. 
電
力
卸
売
市
場
と
政
府
介
入
の
密
接
な
関
連
性
に
対
す
る
パ
ネ
ル
の
評
価
の

詳
細
は
、
本
稿
注
（
96
）
及
び
（
97
）
並
び
に
本
文
対
応
箇
所
を
参
照
。

（
78
）  Canada ‒ Renew

able Energy Panel Reports, supra note 11, 
¶¶7. 303 -.307, 7. 310.

（
79
）  Id. 

¶7. 315.

（
80
）  Id.
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（
81
）  Id. 

¶7. 318.

（
82
）  Id. 

¶7. 320. 

パ
ネ
ル
は
、
自
身
の
思
う
適
当
な
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
の
認
定
を
控
え
つ
つ
も
、
自
ら
の
考
え
方
を
示
し
た
。
そ
れ
は
、
カ
ナ
ダ
に

お
い
て
Ｆ
Ｉ
Ｔ
制
度
と
同
時
期
に
同
様
の
リ
ス
ク
特
性
を
有
す
る
事
業
の
平
均
資
本
費
用
を
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。Id. 

¶¶

7. 321 -.323. 

な
お
、
パ
ネ
リ
ス
ト
一
名
は
、
市
場
に
存
在
し
え
な
い
は
ず
の
再
生
可
能
電
力
の
発
電
業
者
を
存
在
さ
せ
る
Ｆ
Ｉ
Ｔ
制
度
は
、
利

益
を
も
た
ら
す
、
と
し
て
多
数
意
見
に
反
対
し
た
。Id. 

¶9. 23.

（
83
）  Canada ‒ Renew

able Energy Appellate Body Reports, supra note 12, 

¶5. 161.

（
84
）  Id. 
¶¶5. 162 -.164.

（
85
）  Id. 

¶¶5. 165 -.166.

（
86
）  Id. 

¶5. 169.

（
87
）  Id. 

¶¶5. 170 -.171 
（citing Appellate Body Report, European Com

m
unities and Certain M

em
ber States ‒ M

easures A
ffecting 

Trade in Large C
ivil A

ircraft, 

¶1121, W
TO
 D
oc. W

T/D
S316/A

B/R 

（adopted June 1, 2011

） ﹇hereinafter EU
 ‒ A

irbus  
Appellate Body Report

﹈）.

（
88
）  Id. 

¶5. 172.

（
89
）  Id. 

¶5. 174.

（
90
）  Id. 

¶5. 175.

（
91
）  Id.

（
92
）  Id. 

¶5. 176.

（
93
）  Id. 

¶5. 177.

（
94
）  Id. 

¶5. 178.

（
95
）  Id. 

¶5. 180.

（
96
）  Id. 

¶5. 181.

（
97
）  Id.

（
98
）  Id. 

¶5. 182.

（
99
）  Id.
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（
100
）  Id. 

¶5. 184 （citing U
S ‒ Softw

ood Lum
ber IV

 Appellate Body Report, supra note 76, 

¶103

）.

（
101
）  Id. 

¶5. 185.
（
102
）  Id. 

¶5. 188.
（
103
）  Id. 

¶5. 186.
（
104
）  Id. 
¶¶5. 186 -.187, 5.190.

（
105
）  Id. 
¶5. 189.

（
106
）  Id. 
¶5. 190.

（
107
）  Id. 

¶¶5. 219 -.246.

（
108
）  

本
稿
注
（
90
）
及
び
本
文
対
応
箇
所
を
参
照
。
本
件
の
パ
ネ
リ
ス
ト
一
名
に
よ
る
反
対
意
見
の
通
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
当
事
国
間
で
も
争

い
は
な
か
っ
た
、
と
思
わ
れ
る
。Canada ‒ Renew

able Energy Panel Reports, supra note 11, 

¶9. 18.

（
109
）  Rubini, supra note 25, at 330; Luca Rubini, 

‘The W
ide and the N

arrow G
ate

’: Benchm
arking in the SCM

 A
greem

ent A
fter 

the Canada ‒ Renewable Energy / FIT Ruling, 14 w
o

RLd t
Rad

e R
ev. 211, 213 （2015

）.

（
110
）  

本
稿
注
（
102
）
及
び
本
文
対
応
箇
所
を
参
照
。

（
111
）  

本
稿
注
（
91
）
及
び
（
104
）
並
び
に
本
文
対
応
箇
所
を
参
照
。

（
112
）  

本
稿
注
（
140
）、（
141
）
及
び
（
142
）
並
び
に
本
文
対
応
箇
所
も
参
照
。

（
113
）  See Charnovitz &
 Fischer, supra note 32, at 204; Luca Rubini, 

‘The G
ood, the Bad, and the U

gly.

’ Lessons on M
ethodology in 

Legal A
nalysis from

 the Recent W
TO
 Litigation on Renewable Energy Subsidies, 48 J. w

o
RLd t

Rad
e 895, 911 -12 （2014

）.

（
114
）  

本
稿
注
（
107
）
及
び
本
文
対
応
箇
所
を
参
照
。

（
115
）  See Coppens, supra note 25, at 75 -76; Rubini, supra note 25, at 329 -30; Asm

elash, supra note 32, at 472.

（
116
）  

本
稿
注
（
155
）
及
び
本
文
対
応
箇
所
も
参
照
。

（
117
）  

本
稿
注
（
65
）
を
参
照
。
な
お
、
同
様
に
、
国
産
品
の
優
先
使
用
の
条
件
の
つ
い
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
分
野
の
支
援
策
に
つ
い
て
パ
ネ
ル

に
問
題
が
付
託
さ
れ
た
後
続
案
件
は
二
件
あ
る
。
上
訴
に
よ
っ
て
係
属
中
の
一
方
の
案
件
で
は
、
パ
ネ
ル
段
階
で
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
第
二
〇
条
に
関
す
る

議
論
抜
き
に
単
に
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
第
三
条
四
項
違
反
が
認
定
さ
れ
、
Ｔ
Ｒ
Ｉ
Ｍ
ｓ
協
定
第
二
条
一
項
及
び
Ｓ
Ｃ
Ｍ
協
定
第
三
．
一
条
⒝
の
論
点
は
、
訴

訟
経
済
の
観
点
で
審
理
さ
れ
な
か
っ
た
。Panel Report, U

nited States ‒ Certain M
easures Relating to the Renewable Energy Sector, 
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¶¶8. 4 -.5, W
TO
 D
oc. W

T/D
S510/R 

（June 27, 2019

）. 

他
方
の
案
件
で
、
上
級
委
は
、
パ
ネ
ル
の
認
定
し
た
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
第
三
条
四
項
及
び 

Ｔ
Ｒ
Ｉ
Ｍ
ｓ
協
定
第
二
条
一
項
違
反
が
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
第
二
〇
条
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
な
い
、
と
論
じ
た
。Appellate Body Report, India ‒ 

Certain M
easures Relating to Solar Cells and Solar M

odules, 

¶¶6. 4 -.7, W
TO
 D
oc. W

T/D
S456/A

B/R 

（adopted O
ct. 14, 

2016

）. 

そ
こ
で
は
、
Ｓ
Ｃ
Ｍ
協
定
第
三
．
一
条
⒝
の
論
点
は
付
託
事
項
に
は
な
か
っ
た
。

（
118
）  c

o
ppeN

s, supra note 25, at 504 -05; Espa &
 D
urán, supra note 25, at 636 -37.

（
119
）  Cosbey &

 M
avroidis, supra note 32, at 27; Rubini, supra note 109, at 222. 

川
瀬
剛
志
「
カ
ナ
ダ
―
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
生
セ

ク
タ
ー
に
関
す
る
措
置
（D

S412

）
／
カ
ナ
ダ
―
固
定
価
格
買
取
制
度
に
関
す
る
措
置
（D

S426

）：
公
営
企
業
お
よ
び
市
場
創
設
に
よ
る
政
府

介
入
へ
の
示
唆
」RIETI Policy D

iscussion Paper Series 15 -P -008

、
七
〇
頁
（
独
立
行
政
法
人
経
済
産
業
研
究
所
、
二
〇
一
五
年
）。

（
120
）  E. g., Cosbey &

 M
avroidis, supra note 32, at 31 -32; Rubini, supra note 113, at 914; Rubini, supra note 109, at 222; Charnovitz 

&
 Fischer, supra note 32, at 205 -06; Asm

elash, supra note 32, at 472, 474.

（
121
）  

本
稿
注
（
104
）
及
び
本
文
対
応
箇
所
を
参
照
。

（
122
）  

本
稿
注
（
105
）
及
び
本
文
対
応
箇
所
を
参
照
。

（
123
）  

本
稿
注
（
89
）
及
び
（
90
）
並
び
に
本
文
対
応
箇
所
を
参
照
。

（
124
）  Avidan Kent &

 Vyom
a Jha, Keeping up with the Changing Clim

ate: The W
TO

’s Evolutive A
pproach in Response to the Trade 

and Clim
ate Conundrum

: A
 Com

m
ent on Canada ‒ Certain M

easures A
ffecting the Renewable Energy Sector, 15 J. w

o
RLd  

iN
v

estm
eN

t &
 t

Rad
e 245, 265 

（2014

）. 
川
瀬
・
前
掲
注
（
119
）
七
二
頁
。See also s

h
eRzo

d s
h

ad
ikh

o
d

Jaev, iN
d

U
stRiaL p

o
Licy aN

d 
th

e w
o

RLd t
Rad

e o
Rg

aN
izatio

N: b
etw

eeN L
eg

aL c
o

N
stRaiN

ts aN
d f

LexibiLities 209 （2018

）.

（
125
）  E. g., Cosbey &

 M
avroidis, supra note 32, at 31 -32; Rubini, supra note 113, at 914; Rubini, supra note 109, at 222; Charnovitz 

&
 Fischer, supra note 32, at 205 -06; Asm

elash, supra note 32, at 472, 474.

（
126
）  Rajib Pal, H

as the A
ppellate Body

’s D
ecision in Canada ‒ Renewable Energy / Canada ‒ Feed-in Tariff Program

 O
pened the 

D
oor for Production Subsidies?, 17 J. iN

t

’L e
co

N. L. 125, 133 -34 （2014

）.

（
127
）  

本
稿
注
（
67
）、（
73
）
及
び
（
84
）
並
び
に
本
文
対
応
箇
所
を
参
照
。

（
128
）  Pal, supra note 126, at 134.

（
129
）  Id. at 133 -34.
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（
130
）  E. g., Sherzod Shadikhodjaev, First W

TO
 Judicial Review of Clim

ate Change Subsidy Issues, 107 a
m. J. iN

t

’L L. 864, 877 

（2013

）. 

川
瀬
・
前
掲
注
（
119
）
七
〇
―
七
一
頁
。

（
131
）  

本
稿
注
（
58
）
及
び
本
文
対
応
箇
所
を
参
照
。

（
132
）  
川
瀬
・
前
掲
注
（
119
）
七
一
頁
。

（
133
）  E. g., Shadikhodjaev, supra note 130, at 877. 

川
瀬
・
前
掲
注
（
119
）
七
〇
―
七
一
頁
。

（
134
）  Rubini, supra note 113, at 916. 

川
瀬
・
前
掲
注
（
119
）
七
二
頁
。

（
135
）  

本
稿
注
（
89
）
及
び
（
90
）
並
び
に
本
文
対
応
箇
所
を
参
照
。

（
136
）  Pal, supra note 126, at 134. 

川
瀬
・
前
掲
注
（
119
）
七
二
頁
。

（
137
）  Rubini, supra note 113, at 916. 

川
瀬
・
前
掲
注
（
119
）
七
二
頁
。

（
138
）  Rubini, supra note 109, at 213; Rubini, supra note 25, at 330.

（
139
）  Rubini, supra note 113, at 911. 

阿
部
克
則
＝
関
根
豪
政
「
カ
ナ
ダ
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
事
件
：
固
定
価
格
買
取
制
度
と
ロ
ー
カ
ル
コ
ン

テ
ン
ト
要
求
の
Ｗ
Ｔ
Ｏ
協
定
整
合
性
（
下
）」
国
際
商
事
法
務
四
二
巻
六
号
八
八
九
頁
、
八
九
三
頁
（
二
〇
一
四
年
）。
上
級
委
が
参
照
し
た
過
去

の
報
告
で
は
、
需
要
と
供
給
の
代
替
性
が
市
場
画
定
の
際
に
考
慮
さ
れ
る
、
と
い
う
説
示
の
直
前
の
段
落
に
お
い
て
、
競
争
法
の
文
献
を
根
拠
に

代
替
性
の
重
要
性
が
説
か
れ
て
い
た
。EU

 ‒ Airbus Appellate Body Report, supra note 87, 

¶1120 （citing m
assim

o m
o

tta, c
o

m
peti-

tio
N p

o
Licy: t

h
eo

Ry aN
d p

Ractice 103 （2004

））.

（
140
）  

本
稿
注
（
87
）
及
び
本
文
対
応
箇
所
を
参
照
。

（
141
）  

本
稿
注
（
88
）
及
び
（
94
）
並
び
に
本
文
対
応
箇
所
を
参
照
。

（
142
）  See, e. g., c

o
ppeN

s, supra note 25, at 80 -81; Rubini, supra note 113, at 913. 

（
143
）  

阿
部
＝
関
根
・
前
掲
注
（
139
）
八
九
三
頁
。

（
144
）  

本
稿
注
（
89
）
及
び
本
文
対
応
箇
所
を
参
照
。

（
145
）  c

h
Ristia

N a
. m

eLisc
h

ek, t
h

e R
eLeva

N
t m

a
Rket iN iN

teRN
atio

N
a

L e
c

o
N

o
m

ic L
aw: a

 c
o

m
pa

Rativ
e a

N
titRU

st a
N

d g
att  

a
N

aLysis 150 -51 （2013

）.

（
146
）  E. g., Rubini, supra note 113, at 913. 

川
瀬
・
前
掲
注
（
119
）
六
七
頁
。

（
147
）  m

eLisch
ek, supra note 145, at 150.
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（
148
）  Charnovitz &

 Fischer, supra note 32, at 204; Pal, supra note 126, at 132 -33. 

川
瀬
・
前
掲
注
（
119
）
六
七
―
六
八
頁
。

（
149
）  

本
稿
注
（
92
）
及
び
（
93
）
並
び
に
本
文
対
応
箇
所
を
参
照
。

（
150
）  

本
稿
注
（
93
）
及
び
本
文
対
応
箇
所
を
参
照
。See also W

eber &
 Koch, supra note 54, at 771. 

川
瀬
・
前
掲
注
（
119
）
六
八
頁
も
参
照
。

（
151
）  Pal, supra note 126, at 133 -34. 

川
瀬
・
前
掲
注
（
119
）
六
八
―
六
九
頁
も
参
照
。

（
152
）  Rubini, supra note 113, at 911; Rubini, supra note 109, at 218 -19.

（
153
）  
本
稿
注
（
87
）
及
び
本
文
対
応
箇
所
を
参
照
。

（
154
）  Cosbey &

 M
avroidis, supra note 32, at 25; W

eber &
 Koch, supra note 54, at 775. 

川
瀬
・
前
掲
注
（
119
）
六
五
―
六
七
頁
。

（
155
）  E. g., Kent &

 Jha, supra note 124, at 253, 269; Shadikhodjaev, supra note 130, at 877; s
h

ad
ikh

o
d

Jaev, supra note 124, at 
208 -09; Avidan Kent, The W

TO
 Law on Subsidies and Clim

ate Change: O
vercom

ing the D
issonance?, 5 t

Rad
e L. &

 d
ev. 344, 

378 -79 

（2013

）; H
uaxia Lai, The Clim

ate-Trade Conundrum
: A
 Critical A

nalysis of the W
TO

’s Jurisprudence on Subsidies to 
Renewable Energy, in e

m
eRg

iN
g issU

es iN s
U

staiN
abLe d

ev
eLo

pm
eN

t: iN
teRN

atio
N

aL t
Rad

e L
aw aN

d p
o

Licy R
eLatiN

g to N
atU

RaL 
R

eso
U

Rces, e
N

eRg
y, aN

d th
e e

N
v

iRo
N

m
eN

t 297, 316 （M
itsuo M

atsushita &
 Thom

as J. Schoenbaum
 eds., 2016

）.

（
156
）  

も
と
も
と
こ
の
表
現
を
用
い
た
の
は
、Sykes, supra note 20, at 502

だ
っ
た
。

（
157
）  Kent, supra note 155, at 379; Kent &

 Jha, supra note 124, at 253; Lai, supra note 155, at 316. 

な
お
、
単
に
国
家
の
環
境
政
策
に

お
け
る
裁
量
確
保
の
観
点
で
上
級
委
の
判
断
へ
理
解
を
示
す
論
調
も
あ
る
。E. g., Shadikhodjaev, supra note 130, at 877; s

h
ad

ikh
o

d
Jaev, 

supra note 124, at 208 -09.

（
158
）  Sykes, supra note 20, at 481, 502. See also Richard D

iam
ond, Privatization and the D

efinition of Subsidy: A
 Critical Study 

of A
ppellate Body Texturalism

, 11 J. iN
t

’L e
c

o
N. L. 649, 671 -72 

（2008

）; Joseph Francois, Subsidies and Countervailing  
M
easures: D

eterm
ining the Benefit of Subsidies, in L

aw aN
d e

co
N

o
m

ics o
f c

o
N

tiN
g

eN
t p

Ro
tectio

N iN iN
teRN

atio
N

aL t
Rad

e 103, 
106 （Kyle W

. Bagw
ell et al. eds., 2010

）.

（
159
）  Sykes, supra note 20, at 502; D

iam
ond, supra note 158, at 671 -72; Francois, supra note 158, at 106.

（
160
）  Sykes, supra note 20, at 502 -03.

（
161
）  Andrew

 G
reen, Trade Rules and Clim

ate Change Subsidies, 5 w
o

RLd t
Rad

e R
ev. 377, 396 （2006

）.

（
162
）  Sykes, supra note 20, at 502 -03. 

ネ
ッ
ト
か
否
か
に
こ
だ
わ
ら
ず
利
益
を
競
争
優
位
と
捉
え
る
見
解
も
あ
る
。E. g., Gene M

. Grossm
an 
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&
 Petros C. M

avroidis, U
nited States ‒ Countervailing M

easures Concerning Certain Products from
 the European Com

m
unities 

（W
TO
 D
oc. W

T/D
S212/A

B/R

）: Recurring M
isunderstanding of N

on-Recurring Subsidies, 4 w
o

RLd t
Ra

d
e R

ev. 

（s
pec

ia
L  

issU
e

） 78, 86 （2005

）.
（
163
）  D

iam
ond, supra note 158, at 668, 675; L

U
ca R

U
biN

i, th
e d

efiN
itio

N o
f s

U
bsidy aN

d s
tate a

id: w
to

 aN
d ec L

aw iN c
o

m
paRa-

tiv
e p

eRspectiv
e 383 （2009

）.

（
164
）  
例
え
ば
、
ジ
ョ
セ
フ
・
Ｅ
・
ス
テ
ィ
グ
リ
ッ
ツ
＝
カ
ー
ル
・
Ｅ
・
ウ
ォ
ル
シ
ュ
（
薮
下
史
郎
ほ
か
訳
）『
ス
テ
ィ
グ
リ
ッ
ツ
ミ
ク
ロ
経
済
学

（
第
四
版
）』
一
九
八
―
二
〇
〇
頁
（
東
洋
経
済
新
報
社
、
二
〇
一
三
年
）
を
参
照
。

（
165
）  D

iam
ond, supra note 158, at 668, 675; R

U
biN

i, supra note 163, at 383.

（
166
）  Sykes, supra note 20, at 502.

（
167
）  Id. at 502 -03.

（
168
）  See G

reen, supra note 161, at 396; Rubini, supra note 32, at 546.

（
169
）  See H

ow
se, supra note 43, at 6.

（
170
）  

本
稿
注
（
67
）、（
73
）
及
び
（
84
）
並
び
に
本
文
対
応
箇
所
を
参
照
。

（
171
）  D

iam
ond, supra note 158, at 671 -72.

（
172
）  E. g., c

o
ppeN

s, supra note 25, at 141.

（
173
）  

過
去
に
上
級
委
は
、
国
有
企
業
時
代
に
補
助
金
を
得
て
い
た
と
し
て
も
、
当
該
企
業
が
公
正
市
場
価
額
で
民
間
の
株
主
の
手
に
渡
っ
て
完
全
民

営
化
さ
れ
れ
ば
、
利
益
は
消
滅
す
る
、
と
推
定
し
た
。Appellate Body Report, U

nited States ‒ Countervailing M
easures Concerning 

Certain Products from
 the European Com

m
unities, 

¶127, W
TO
 D
oc. W

T/D
S212/AB/R （adopted Jan. 8, 2003

）. 

こ
の
よ
う
に
競

争
優
位
が
残
り
う
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
。
利
益
の
消
滅
に
よ
り
Ｓ
Ｃ
Ｍ
協
定
の
適
用
が
否
定
さ
れ
る
の
を
懸
念
し
、
利
益
と
競
争
優
位
の
一
致
を

求
め
る
声
が
あ
る
。E. g., G

rossm
an &

 M
avroidis, supra note 162, at 86. 

し
か
し
、
そ
の
懸
念
は
、
利
益
を
株
主
で
な
く
生
産
者
の
次
元

で
決
定
す
る
文
言
及
び
文
脈
に
忠
実
な
解
釈
で
拭
え
る
た
め
、
利
益
を
競
争
優
位
と
捉
え
る
必
要
は
な
い
。c

o
ppeN

s, supra note 25, at 469 -
78.

（
174
）  Asm

elash, supra note 32, at 473. See also Condon, supra note 29, at 680.

（
175
）  

川
瀬
・
前
掲
注
（
119
）
七
四
頁
。



法学政治学論究　第136号（2023.3）

82

（
176
）  

川
瀬
・
前
掲
注
（
119
）
七
四
―
七
五
頁
も
参
照
。

（
177
）  Espa &

 D
urán, supra note 25, at 639

は
、
単
に
、
市
場
創
設
的
介
入
論
が
物
品
購
入
に
よ
る
資
金
的
貢
献
の
文
脈
で
し
か
示
さ
れ
て
い

な
い
こ
と
を
理
由
に
同
様
の
結
論
を
導
く
。

（
178
）  See, e. g., U

N
ited N

atio
N

s c
o

N
feReN

ce o
N t

Rad
e aN

d d
ev

eLo
pm

eN
t ［U

N
ctad

］, t
Rad

e R
em

ed
ies: t

aRg
etiN

g th
e R

eN
ew

abLe 
e

N
eRg

y s
ecto

R 3 -12 （2014

）.

（
179
）  E. g., Rubini, supra note 32, at 578; Cosbey &

 M
avroidis, supra note 32, at 12; W

eber &
 Koch, supra note 54, at 778, 780.

（
180
）  E. g., U

S ‒ Softw
ood Lum

ber IV
 Appellate Body Report, supra note 76, 

¶52.

（
181
）  E. g., Appellate Body Report, U

nited States ‒ D
efinitive A

nti-D
um
ping and Countervailing D

uties on Certain Products from
 

China, 

¶¶368, 413, W
TO
 D
oc. W

T/D
S379/AB/R （adopted M

ar. 25, 2011

）.

（
182
）  Condon, supra note 29, at 680.

（
183
）  

川
瀬
剛
志
「
Ｗ
Ｔ
Ｏ
補
助
金
規
律
に
お
け
る
国
家
資
本
主
義
の
位
置
：
エ
ア
バ
ス
事
件
の
示
唆
」
村
瀬
信
也
古
稀
『
国
際
法
学
の
諸
相
：
到
達

点
と
展
望
』
四
七
九
頁
、
五
〇
四
頁
（
信
山
社
、
二
〇
一
五
年
）。

（
184
）  G

reen, supra note 161, at 409; H
ow
se, supra note 43, at 20 -21; Cosbey &

 M
avroidis, supra note 32, at 42, 45; Espa &

 
D
urán, supra note 25, at 648.

（
185
）  Cosbey &

 M
avroidis, supra note 32, at 45.

（
186
）  See id. at 42; H
ow
se, supra note 43, at 20. 

（
187
）  Espa &

 D
urán, supra note 25, at 648.

（
188
）  

本
稿
注
（
174
）
及
び
本
文
対
応
箇
所
を
参
照
。

（
189
）  

Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
第
二
四
条
の
認
め
る
自
由
貿
易
協
定
の
中
で
は
、「
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
と
欧
州
連
合
と
の
間
の
協
定
」
第
一
二
．
九

条
が
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

（
190
）  Raslan, supra note 36, at 931. See also G

reen, supra note 161, at 388 -89; Condon, supra note 29, at 679.

（
191
）  H

ow
se, supra note 43, at 7; Kent, supra note 155, at 352. See also Raslan, supra note 36, at 931.

（
192
）  

本
稿
注
（
29
）
及
び
本
文
対
応
箇
所
を
参
照
。

（
193
）  Raslan, supra note 36, at 931. See also G

reen, supra note 161, at 388 -89; Condon, supra note 29, at 679.
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（
194
）  Espa &

 D
urán, supra note 25, at 645.

（
195
）  Id. at 646.

（
196
）  E. g., Appellate Body Report, Brazil ‒ M

easures A
ffecting Im

ports of Retreaded Tyres, 

¶143, W
TO
 D
oc. W

T/D
S332/AB/R 

（adopted D
ec. 17, 2007

）.
（
197
）  Espa &

 D
urán, supra note 25, at 646.

（
198
）  Cosbey &

 M
avroidis, supra note 32, at 45 -46

は
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
第
二
〇
条
の
よ
う
に
正
当
化
の
判
断
枠
組
み
を
定
め
る
の
は
避
け
つ
つ
Ｓ

Ｃ
Ｍ
協
定
第
八
条
よ
り
緩
い
要
件
を
置
く
案
を
出
す
。

〔
付
記
〕　

本
稿
は
、
二
〇
二
二
年
度
潮
田
記
念
基
金
に
よ
る
慶
應
義
塾
博
士
課
程
学
生
研
究
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
補
助
を
受
け
た
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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坂
入　

遼
（
さ
か
い
り　

り
ょ
う
）

所
属
・
現
職　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
助
教

　
　
　
　
　
　

高
崎
経
済
大
学
経
済
学
部
非
常
勤
講
師

　
　
　
　
　
　

東
京
富
士
大
学
経
営
学
部
非
常
勤
講
師

最
終
学
歴　
　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
前
期
博
士
課
程

所
属
学
会　
　

日
本
国
際
経
済
法
学
会
、
日
本
経
済
法
学
会

専
攻
領
域　
　

国
際
経
済
法
、
経
済
法

主
要
著
作　
　
「
国
際
通
商
法
に
お
け
る
国
内
補
助
金
規
律
の
展
開

―
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
東
京
ラ
ウ
ン
ド

交
渉
に
み
る
そ
の
課
題
の
淵
源

―
」『
法
学
政
治
学
論
究
』
第
一
二
七
号
（
二
〇

二
〇
年
）

　
　
　
　
　
　
「
相
殺
関
税
及
び
ア
ン
チ
ダ
ン
ピ
ン
グ
制
度
の
損
害
要
件
の
整
合
性

―
Ｗ
Ｔ
Ｏ
補

助
金
規
律
と
政
策
裁
量
の
均
衡
と
い
う
観
点
か
ら
の
再
考

―
」『
日
本
国
際
経
済

法
学
会
年
報
』
第
三
〇
号
（
二
〇
二
一
年
）

　
　
　
　
　
　
「
Ｗ
Ｔ
Ｏ
補
助
金
紛
争
に
お
け
る
『
技
術
効
果
』
に
よ
る
悪
影
響
の
認
定
：
批
判
的

検
討
」『
高
崎
経
済
大
学
論
集
』
第
六
五
巻
第
二
号
（
二
〇
二
二
年
）


